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第４回 低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ 

【議事録】 

 

 

■ 日時 ： 平成２３年１１月２５日（金） １７：４５～１９：４５ 

■ 議題 ： 低線量被ばくにおけるリスク管理の考え方 

（説明者：児玉龍彦 東京大学先端科学技術研究センター教授 

甲斐倫明 大分県立看護科学大学教授） 

■ 出席者 ：  

（有識者側） 神谷研二、近藤駿介、酒井一夫、佐々木康人、長瀧重信（共同主査）、 

丹羽太貫、前川和彦（共同主査）、児玉龍彦、甲斐倫明 

（政府側） 細野原発担当大臣、園田大臣政務官、佐々木副長官補、菅原原子力被災

者生活支援チーム事務局長補佐、鷺坂環境省水・大気環境局長、伊藤内閣

審議官、矢島内閣審議官 

 

 

【議事録】 

 

（伊藤審議官） 

 それでは只今から、第 4 回低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループを

始めます。まずはじめに細野大臣からご挨拶をお願いします。 

 

（細野大臣） 

 本日はお忙しい中、放射性物質汚染対策について議論する低線量被ばくのリスク管理

に関するワーキンググループにお運びいただきありがとうございます。また、こうしたワー

キンググループの議論を聞いていただいている国民の皆様にも心より感謝を申し上げた

いと思います。これまで 3 回このＷＧ開催してまいりまして、低線量被ばくについて様々

なご意見をいただいてまいりました。特に前回のワーキンググループでは、最大の心配

の材料である、そして国民の皆様のもっとも気にされている、子どもさんの低線量被ばく

について、さらには妊婦さんへの影響について、様々な議論をいただくことができました。

さらにこの点も深めていきたいと思っておりますが、今回は、前回までの議論に加えまし

て、低線量被ばくの影響に関するこうした知見をもとにして、現場でのリスク管理の取組

について、道筋をつけることができるような議論ができればと考えております。そうした目

的をこのワーキンググループで達成するために、今日は専門的な知見を持っていらっし

ゃる素晴らしいお二人の方に来ていただきました。お一人は児玉龍彦先生。菅政権の時

に一度官邸に来ていただいて我々も直接お伺いをいたしましたけれど、ご自身が除染に

入られて、そしていろんな取り組みをされる中で、私どもに御意見をいただきましたし、
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様々な御見解をメディアの皆さんに対しても出していただいているということで、今日は

御意見をいただけるのを楽しみにしておりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

もう一人は、甲斐倫明先生、放射線防護の分野で、国際的な議論に加わって来られた

先生でありますので、まだ到着されていませんが、途中で来ていただけると聞いておりま

す。国際的な議論も含めて、現場のこれからの様々な取り組みにどう生かしていくのかと

いう議論ができることを期待いたしております。 

このワーキンググループも４回目ということで、いよいよ１１月もそろそろ終盤に差し掛

かってまいりまして、１２月に入ってまいります。できればこの議論を深める中で、いよい

よ第２ステップが終了し、事故そのものが終息に向かう中で、オフサイトで我々が何をし

なければならないかということについての議論を少しずつ深化させて、方向性を出してい

きたいというふうに思っております。ぜひご参加の皆さんの御協力を心よりお願い申し上

げます。私からは以上でございます。 

 

（伊藤審議官） 

ありがとうございました。 

本日の御出席については、お手元に出席者の一覧をお配りしておりますとおりですけ

れども、共同主査の長瀧先生、前川先生をはじめ７名の先生方に御出席いただく予定で

ございます。丹羽先生が少し遅れての参加になります。 

それから前回と同じですけれども、メディア関係の方々にも御案内しておりまして、会

議の模様を最後まで傍聴・撮影していただくことになっております。また、会議の模様に

ついては、インターネットを通じて動画中継しておりますことを申し添えさせていただきた

いと思います。 

本日の司会については、共同主査を務める長瀧先生、前川先生と相談して、長瀧先

生にお願いすることと伺っておりますので、長瀧先生、以下の進行をお願いいたします。 

 

（長瀧主査） 

それでは、議事に入ります。 

本日は前川先生と御相談しまして、また、細野大臣の御意見も伺いまして、東京大学

先端科学技術研究センター教授の児玉龍彦先生に、それから大分県立看護科学大学

教授の甲斐倫明先生のお二方から御説明を伺うことになっております。 

児玉先生は、本日は御多用中のところを他の用事を中座されてこのワーキンググル

ープに出席していただいておりますので、途中で退席されますので、まず児玉先生から

御意見を伺いたいと思います。 

児玉先生はヒトゲノム解読を受けて、生命を遺伝子、タンパク、細胞の統合ネットワー

クとしてとらえるシステム生物医学の創成を進められております。 

また、福島原発以後、事故以後に子供と妊婦を守るための徹底した測定と除染作業を

提言されております。 
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本日の席上配布資料としてカラー刷りのプレゼンテーション資料をお配りしてございま

す。なお、先生の御意見の骨子、根拠文献、平易な表現での先生の御意見のレジュメに

つきましては、先生御多忙のため、時間が足りず、作成いただけませんでした。それでは

児玉先生、２０分くらいで御説明をお願いいたします。 

 

（児玉龍彦氏） 

はい。東京大学の児玉です。 

私が放射性同位元素の体内での効果というのに関心を持つようになりましたのは、実

は２００２年から国の抗体プロジェクトの責任者として、内閣府のプロジェクトその他を進

めている中で、医薬品に放射性物質を標識するという取り組みを始めてきたことからによ

ります。それでこれはネズミのモデルなのですが、免疫不全のネズミで、人のがん細胞を

移植できます。そうしますと人の大腸がん細胞をこのネズミの門脈という血管に打ちます

と、それがたくさん転移をしてゴリゴリの肝臓になります。それで抗体医薬品、この場合に

は、これはアメリカの学者のを持って来たのですが、抗体医薬品を入れるだけではほと

んど治療効果がありません。ところがβ線を発するイットリウムという放射性物質をくっつ

けておきますと、このように非常によく転移が抑制されます。ただ、まだよく見ますと転移

層が残っています。それで最も強烈にこうしたときにがん細胞を殺す効果を与えますの

は、α線を放出、核種、この場合はビスマス２１３というのをつけておりますが、このよう

にすべすべとした非常にきれいな肝臓のままで、ですからがん細胞をみんなやつけるこ

とができます。ただ、この場合のそれぞれの有効飛程を見てみますと、大体β線のイット

リウム９０で最大２．３ミリくらい、α線のビスマスで０．０４ミリと。ですから非常に短い距

離しか、がん細胞を殺す効果がない。それでこれを一見するとα線をくっつければ一番

いい薬になるんではないかということを最初考えたんですが、その時に放射線科の準教

授の百瀬先生という人に、そんなことをしたらみんな肝臓がんになってしまいますよとい

うことで、α線のついた薬剤、発する薬物でトロトラストというのが以前、造影剤でありま

して、それを使いますと最初は何も問題がないんだけれども、２０年後から肝臓がんやな

んかがドンと起こってしまう。こうしたことが起こるには放射線を受けたときに一つ目のヒ

ットだけではなしに、それからもう一段階のヒットがあるということががんの発症にとても

大事であると。それで我々が普通がんになるのは、なんで６０歳くらいかというと、３０年

に一回くらいしか起こらないようなヒットが複数回起こるために、６０歳くらいにならないと

そういうがんにならないと今日では考えられております。 

  それで、低線量の放射線について、従来はこういう変異が起こったときに、これはザ・オ

ークリッジのレポートですが、この線量がある程度かかってくると、それに対する修復機

構があると、それで低い線量のところでは、オークリッジのレポートでは７か所の遺伝子

座を見ますと、修復機構が働いていくと、むしろ働いているところの方が変異率は下がる

んではないかということがいわれました。ところがチェルノブイリの実際に放射線被害とい

うのを見ますと、甲状腺がんが小児に１０年くらい経ってたくさん出てきて、４０００例以上

起こってしまったということが起こってまいりました。それで、こういうのがどういうところで
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起こっているかということをもう一度ザ・オークリッジとどこが一体違うのかということを詳

しく調べてみようということが、様々に行われています。 

それで一番特徴的なのと今わかっておりますのが、染色体の７９１１、７番というところ

がスリーコピーになっております。我々は遺伝子というのが父親と母親から１コピーずつ

もらって、２コピーでありますが、それが３コピーになっている。それで７９１１以外の、これ

は第２染色体ですが、それは正常である。そうするとこれは一体どういうことなんだろうか

ということが考えられる。それで、なぜオークリッジでは見つからないような変異が今のゲ

ノム科学では見つかっているのかということを御説明しますと、今我々の先端研やなん

かで油谷先生を中心に、全部の、人間の遺伝子というのは２万５０００以上あると考えら

れていますが、その全てが一体何コピーくらいあるかとかそういうことを見ることがゲノム

ワイドに見られるようになっています。それで、そのコピーナンバーバリエーションという

のを同じやり方で、アジレントアレーを使って、これはロンドンのハマースミスホスピタル

のウンガー先生らがゲノムワイドに全部見ました。それで上がチェルノブイリ以外の子供

の甲状腺がん、下がチェルノブイリの子供の甲状腺がんです。そうすると様々な遺伝子

変化が起こっていますが、ほとんどのところでは甲状腺がんで同じように変異が起こって

います。ところがその中で一か所だけ、先ほどお見せした７９１１のところだけはチェルノ

ブイリの放射線を受けた子供の甲状腺がんでこうした変異が起こっているということが分

かってきました。それでなぜ切れた後にこのコピー数が増えるのかということが謎だった

んですが、実際にはこれはパリンドローム増幅という格好で、２００７年に日本人の田中

久先生、京大出身の方と聞いておりますが、が人間の細胞でも証明しております。 

パリンドローム増幅というのは、パリンドロームというのは「回文」、ＤＮＡの配列の上で

「たけやぶやけた」とか「しんぶんし」みたいなものですが、上から読んでも下から読んで

も同じもののそばで、クロムゾームブレイク、染色体の切断が起こると、この複製のときに、

エラーが起こります。それで修復に伴ってエラーが起こる。だからオークリッジのレポート

は修復があれば問題がないというふうに予測したわけであります。ところが、チェルノブイ

リで起こっていた子供の甲状腺がんに見られているのは、一定頻度でＤＮＡの切断が起

こり、修復が起こると、それに伴って変異が入ってしまう場合があるということでありまし

た。 

それからもう一つわかってまいりましたのは、これは日本バイオアッセイ研究センター

の福島所長やなんかがウクライナの研究者と示しているんですが、慢性炎症という問題

であります。 

これはセシウムが、いろんな放射性物質が体に入ると低線量の場合に p３８その他の

シグナル分子の活性化というを起こします。それで短期効果としてはこういうマップカイネ

ースや NF−κB の活性化というのは細胞の増殖や活性が増えたように見えることを起こ

します。しかしながら、こういう増殖刺激というものが長い間続いていると、例えば p３８活

性化は INK-４a 遺伝子のメチル化という、これは我々エピゲノムというんですが、人間の

遺伝子が生まれた後に、様々な修飾が起こります。こうした修飾が慢性の増殖性膀胱炎

や膀胱がんにつながるんではないかということが懸念されております。そうしたことに対し
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てセシウムとカリウムとは同じようだから、カリウムが人間の体の中にあって問題ないか

らセシウムも問題ないのではないかという議論が一部で行われています。しかしながらこ

れは誤りでして、カリウムの体内貯留は３０日であり、セシウムは１００日から２００日であ

ります。さらにこれはカリウムチャンネルの一つの結晶構造を示したものですが、例えば、

このカリウムチャンネルの場合は、バリンの１３０番目の疎水性の側鎖というのは実際に

はセシウムが通ろうとするときにはぶつかってしまいます。それでこの側鎖のない格好に

すると、セシウムはさっと流れるようになる。ですから、水俣病のときにも、無機性銀と有

機性銀の違いというのは決定的な重要性を持っておりましたが、この腎臓の糸球体から

濾過されたカリウムやセシウムというのは、遠位尿細管で一部再吸収されて、また近位

尿細管の上皮から分泌されるという非常に複雑な過程をとります。そうすると実際には、

この放射性物質というのはＤＮＡから近ければ近いほど様々な影響を持ちますから、セシ

ウムに関して一体この膀胱炎なんかにどういう影響を持つのかということは、結局膀胱

の組織像を見ていかないといけないんではないかと。それで福島先生たちはこの膀胱の

組織を５００例以上集めて、その中から線量の高い地区では増殖性の膀胱炎が起こって、

膀胱の障害が起こるのではないかということを懸念されて発表されていらっしゃいます。

そうしますと今までの議論で言われていた低線量のＤＮＡの損傷はＤＮＡの修復があるか

らいいのではないか、または低線量のシグナルの活性化は細胞増殖やなんかの短期効

果があるからいいのではないかということは、長期的に見ていくとゲノムの修復エラーや

エピゲノムに対する長期的な効果で発がんに対して、非常にやはり危険があるんではな

いかということがわかってきていると思います。それでこうした事実をもとに先ほど大臣か

らも発言がありましたが、実践的に今どういうことをやっていったらこの被災住民のため

に一番いいかということで、５つのことを今日は提案したいと思ってまいりました。 

第一番目には、この非常に大量に飛散した放射性物質の除去のためには、覚悟と決

意がいるということであります。除染の原則は、環境中の放射性物質を「隔離」して「減衰」

を待つということであります。残念ながら放射性物質の場合には、簡単に解毒するという

ことができません。ですから環境中にある放射性物質をいかに隔離して例えばセシウム

ですと１００年後に減衰で十分の一程度になりますから、そういうものを達成していくかと

いうことが非常に大きな課題となります。 

それで、建物を除染するときに、私様々なところで非常に間違えている現象を見てきま

した。それは、普通の方々よく考えるのは、放射線があるところに放射性物質があると間

違えがちですが、実際にはこの赤丸で書いてある放射性物質が放射線を出します。そう

すると例えば屋根に放射性物質が染み込んでいる場合には、屋根をどけないと除染に

なりませんし、土壌に入っている場合には、この土壌の表面の数センチのところに主にく

っついているわけですが、それを剥離しないとダメです。また、雨どいについている場合

には、雨どいを交換しないとなりません。それで結構よく見られる間違いは、建物の中や

なんかを一生懸命拭いていたりと。それから除染を一回やって、うまく放射性物質のある

ところを取り除けないで、それで除染は無効であるという議論が結構ありますが、それは
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間違えているんであって、放射性物質をきちんと除いていけば、必ず除染というのはうま

くいきます。 

それで最初に行った時は、これは園庭で見ますと、５ミリシーベルトぐらいあったところ

を、最初上の方を洗ったり、いろいろな雨どいをきれいにしたり、そういうのをやって、な

んとか１ミリシーベルト以下に持っていくことができました。ただ、この幼稚園の場合は残

念ながら、遊戯室やなんかですと線量を思い切って低下できませんでした。これが原因

は簡単でして、この線量計を上に向けると高い、下に向けると低いということで、屋根に０．

５マイクロシーベルト、要するに屋根に放射性物質がくっついている場合に、金属の場合

は結構高圧洗浄やなんかで落ちるんですが、普通の屋根はほとんど落ちません。です

から実際には屋根を除去する。ところが、これが２０００万円鹿島幼稚園だけでもかかる。

だから今ここでストップしちゃっている。そこで、やっぱり東京電力と政府は、やっぱり決

意と覚悟を持って、コスト負担をするというのをしない限り、神戸大学の先生なんかもいろ

いろなところで書かれておりますが、除染活動をいくらやっても、ちっとも下がらないで、

住民とボランティアの方が徒労感を持つだけになってしまうと。これはぜひ避けていただ

きたい。本当に決意と覚悟をもって、お金をかけた除染を専門の業者を入れてやらなけ

ればなりません。この上で私非常に懸念を持っておりますのが、文科省が原子力安全委

員会に聞いたときに、無責任に３．８マイクロ／時でいい、これは年３３ミリです。小佐古

参与が涙の抗議で辞任しました。私ども実際にやっていまして、一生懸命努力してやって

いけば、きちんと放射性物質を除けば５ミリシーベルトのところでも１ミリシーベルトになり、

親御さんや保母さんが本当にうれしそうな顔をして、この園に復帰してきています。それ

で、日本中の様々な町でこういうことが試みられて、積極的な行動が始まっています。し

かしながら、屋根を変えるなどの、本格的な除染コストというのは補償されておりません。 

これは日本松市の三保市長などからの要請で、二本松の１００件以上の住宅の調査

結果をもとにモデルを作りまして、きちんとした除染をやったら５６０万円かかるという推

移。それから積水ハウスの除染実験では最初に除染を建物を洗ったりしても、半分くらい

しか下がらないと、それでこの屋根の葺き替えをやったならば、七分の一になって、です

から、洗うだけでは２００万円なんだけれど、それに屋根の葺き替えというのを足すと、２

００万円、その廃棄物などを含めるとやっぱり５００万円以上かかってしまうというのが現

実であります。ですから第一番目には除染に覚悟と決意がいる。 

  二番目に、食品全品検査を可能にする機器開発です。これは７月の国会でも申し上げ

ましたが、ＧＢＯ検知器その他を用いますと、大体２０ベクレルプロキロを１０秒くらいでわ

かる機械というのを、これは島津の北村博士やなんかと開発していますが、これをどうい

うものを対象にやりましょうかというのをちょうど８月頃に相談する会議のときに、楢葉町

の松本議長という方が、ちょうど別の会議で先端研にいらっしゃっておりまして、松本議

長にお伺いしましたならば、１も２もなく３０キログラムの米袋が大事ですよということで、

この３０キログラムの米袋を検出できるようにアジャストしたものを設計しまして、予備的

な検討で大体１０秒間で、２０ベクレルまでわかると。それで現在部品の発注やなんかシ

マヅの方で終わっておりまして、２月頃にプロトタイプができると。それでこの機械が１０
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台あれば、二本松の生産する１万トンのお米を大体１０日間で検査できますから、米に対

する全袋検査を可能にすることができます。 

それでこういうことをやっていく中で、私ぜひ専門家集団の中の意見をとりあげていく

ためには、今の原子力安全委員会を直ちに交代していただきたい。今の原子力安全委

員会はＳＰＥＥＤＩ発表の放棄、メルトダウン問題の不正確な発表、「ただちに健康に被害

はない」という誤れる認識、これらの全ての点で国民の信頼を全く失っています。 

もう一つは危機管理の基本は、危機になった後で安全基準を変えてはいけないという

ことです。安全基準を変えていいのは、安全性にかかわる重大な知見があっただけで、

あるときに過去の安全基準より上回っているとしたならば、いかにしてそれに到達するか

というロードマップを作るべき時に、先ほどの３．８マイクロシーベルトのような安全基準を

変えるという安易な金節約の道に走った。これは最早全く専門家の代表としての責任放

棄であります。そういう方たちには早速退場していただいて、今の全ての官庁の機能を

生かし、国土を取り戻し、国民から信頼される官庁を再建するためには、これまでの原子

力政策に関与してきた人たちには一旦退場していただいて、清新なベストとブライテスト

の国民の信頼に足る専門家委員会を作るべきだと考えております。 

第三番目にやるべきは、森林除染を基本とした、福島の浜通り地区の復興であります。

福島においては、その汚染地区の７割は森林地区であります。この森林地区をきれいに

していくためには、林道を整備し、セシウム回収可能な焼却処分場に加えて、バイオマス

の発電所というのが私は非常に大事だと思っています。それで既に処分場に関しては、

林野庁から国有林内の仮置き場ということで、私どもが提案してまいりました人工バリア

型の処分場のような格好でのごく低レベルの保管を担うようなところを基本にして、やる

ということが出てきております。それで実際にこの洗地処分、結局は人工バリア型と言っ

ているのは、地下水に達しないレベルのところで、この保管をやっていく。それでこの保

管の場合には、実際には保管場ごとに、このどれくらいの量が置けるかということは、総

量で決まるんであって、濃度で決まるわけではないですから、ここに一定量のものをなる

べく濃くして置きたいと。そういうふうになりますと、一つは森林の様々なものをやっていく

上で２１世紀に入って、従来のバイオマス発電というのが、ブラジリアなんかのバイオエタ

ノールによるものから、直接的に木材を燃やすものに変わって、ヨーロッパで大転換が起

こっています。それで、フィンランドでは一次エネルギーで森林起源が３４パーセントにな

っています。福島は森林に非常に富んでいることをやっぱり生かして、このバイオマス発

電を基礎に復興していく。そういうことを申し上げますと住民の方から一番問われますの

は、セシウムを一体除去できるのかということであります。それで、ただ現在既に様々な

日本のところで使われている焼却処分場というのは、重金属回収用に、一旦温度を上げ

た後に、それを排気温度低下させて、バグフィルターでとるということが一般的に行われ

ております。これを更に生かして、私どもの施設やなんかはみんな一般的に線量流量計

という、排気をずっとモニターするものを付けております。これをもとにして、更に必要で

あれば、もうワンサイクル使ってガラス繊維フィルターだとか、ヘラフィルターで除けば、

既に例えば太平洋セメントやなんかのテストでは９９％、ほぼ９９．９９％放射性物質が除
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ける、そういう焼却炉が可能であるということになっております。そうするとこういうことを

含めた森林を基礎とした復興というのが大事になっております。 

時間の関係であと２つは簡単に述べさせていただきます。一つは常磐自動車の早期

開通の問題であります。常磐自動車道は、これは例えば浪江やなんかの体構図の近く

ですが、もう既に工事はほぼ終わっております。それでちょうどいいことに、上の舗装が

まだやってないですから、そこにある盛り土を除いて舗装をやれば、直ちに開通できます。

これは既に東日本高速、若しくはいわき工事事務所とも話済みであり、後は国土交通省

の判断一つで着工できるような計画を完成させております。 

そして、最後に一番大きな問題は、やはり今のような様々な手段を行うとしても、現在

８月からずっと高線量地区に入って地元自治体の要請で汚染地区のチェックをやってお

りますが、この地区の除染をやるには基本的にはかなりの建物の鋳つぶし、土も廃棄し、

木も切り倒して、完全にチェックしていく除染でないとやはり無理な線量ではないかと思っ

ております。こうした重大な地区設計の責任などに対しては、やはり国民の信頼に足る

清新な原子力安全委員会を一刻も早く作り、この５項目を達成していって、住民の復興

への願いをかなえていくことが必須なのではないかと思っております。ぜひよろしくお願

いしたいと思っております。以上です。 

 

（長瀧主査） 

どうも児玉先生ありがとうございました。もし、あれでしたら御着席いただいても結構で

ございますし。 

 

（児玉龍彦氏） 

いや、こちらで質問に答えたいと思います。 

 

（長瀧主査） 

それでしたら、今の児玉先生のご発表を踏まえまして、ご質問、ご意見、ご発言、どう

ぞご自由にお願いいたします。どうぞ。 

 

（酒井一夫氏） 

今日お話しいただいた内容の前半、放射線の生物に対する影響の部分と、具体的な

除染に対するご提案と、二つに分かれていると思いますが、前半の部分で、御説明には

ありませんでしたが、資料の 1 枚目、外部被ばくと内部被ばくという項目で資料を作って

いただいています。ここの部分を拝見しますと、外部被ばくに関しては急性障害、それか

ら内部被ばくに関しては、線量が低いときは晩発性の障害、おそらくがんを含めて、とい

うことであろうと思います。そして線量が高いときは細胞死という分類をされていますけ

れど、これは外部被ばくに関しても、急性障害が現れないような線量の場合には、やはり

晩発性の影響の原因にもなると考えます。そうしますと、問題は外部被ばくであるか内部

被ばくであるかではなくて、どのくらいの線量の時にどんな影響が現れるか、という観点
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からの考察が必要であるという気がいたします。そうしますと前半部分、いくつかの事例

を見せていただきましたけれど、それぞれについて外部被ばく内部被ばくいずれにしても、

どれくらいの線量でそれぞれの事象がみえてくるのかという形での整理も必要だという

気がいたしました。 

 

（丹羽太貫氏） 

先生のお話で、後半の方、当然除染は必要です。そのやり方、すなわち方法論が問

題ではありますが、いずれにしても除染は絶対に必要であると、考えております。ただ、

前半の話については、私放射線生物学をやっておりました関係で、前半の先生のお話で

奇異に思っているのは、カリウムの放射線とセシウムの放射線は違う、その理由は、カリ

ウムはちゃんとポンプがあって外にでるということでしょうか。 

 

（児玉龍彦氏） 

   いや、違います。私が申し上げているのは、先ほどのコメントにも共通するのですが、

放射線量という括弧でまとめるのは無理であると言っております。それは、カリウムの集

まる場所とセシウムの集まる場所は違います。それでヨウ素の障害がおこるのも甲状腺

に集まるからであって、それも物質ごとに放射線の飛程やエネルギーは全然違いますか

ら、議論するとしたら、放射性ヨウ素はどれくらいか、放射性セシウムはどれくらいか、で

すから水俣病の時も水銀という議論がありましたが、これは事態の理解をまったく妨げま

した。有機水銀と無機水銀を誤解したために現地の住民の方が大変な被害を受けました。

それで我々の普通の環境物質に対する考え方ですと、例えばクロムとカドミウムを合わ

せて「何とか危険単位」というのを設けても全く意味がありません。今までの環境省の議

論ではクロムはクロム、カドミウムはカドミウム。それで、カリウムとセシウムも、実際には

体内の腎臓の糸球体からの、私も今回のお話の前にずいぶん文献を調べてみているの

ですが、セシウムの体内循環、特にセシウムの場合はカリウムと水中のイオンとしての

半径が全然違いますから、実際に透過性のいろいろなコンピューターでの計算をやるに

しても、全然違ってしまいます。私の今の本当の専門というのは、今のスーパーコンピュ

ーターを使って、分子動力学というので、やるわけで、今日持ってきたのは本当はフェア

なカリウムチャンネルではなくて、これは先生が見ればすぐお分かりになると思うとおり、

これは神経系のカリウムチャンネルでありますが、ここを抜けていくときに、結局バリン

370 の側鎖がありますと、カリウムの 10 分の 1 しか通らない。このバリンをグリシンに変

えますと、ほぼ同じように通るようになります。そういう風に、一つずつのトランスポーター

というのは全然違っていて、だから例えばキノコなんかはいっぱい集めるメカニズムがあ

るのだと思います。物質ごとに見ないと、そこの今の有効性の議論ができない。 

 

（丹羽太貫氏） 

それでですね、御説は分かりました。細胞内の挙動が違うということですね。ところが、

カリウムの出すガンマ線、ベータ線、どちらもエネルギーが１メグとかメガエレクトロンボ
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ルトくらい、それから数百メガエレクトロンボルトくらい、これはいとも簡単に数十センチの

組織を突き抜けてしまう。そうすると、確かにカリウムとセシウムは、カリウムの集まりや

すいところにセシウムは集まると、それはあると思います。ラグシーンを取っているとき、

体内に貯蓄された時の放射線の観点からみると、いとも簡単に通ってしまう。膀胱の中

に、膀胱がんとおっしゃっておりますね。 

 

（児玉龍彦氏） 

  膀胱の中のシグナル伝達系を活性化すると申しております。 

 

（丹羽太貫氏） 

 膀胱の上皮をターゲットにしているわけですね。膀胱の中の 1 リットルの中に６ベクレル

のセシウムがあるわけですね。私が申し上げたいのは、尿中何ベクレルというのは膀胱

の内部の尿にたまっている放射線のカウントは見ているのですね。膀胱の表面の上皮

細胞が放射線で癌になるのなら、それは線量に依存していると考えられます。セシウム

とカリウムの放射線は、似かよったベータ線とガンマ線を出しますので、その作用は、同

列に扱われるべきです。同じ放射線でもセシウムは悪くて、カリウムのは良いということ

にはならないので、膀胱癌がセシウム由来の放射線のせいであると言うとは言えません。

次に、1 リットルの尿中にセシウムが 6 ベクレルあると癌が多発するということになってい

ますが、この同じ尿中には、カリウムが50ベクレルと、一桁上の量が含まれています。す

なわちカリウムではなくて、それより一桁低い量のセシウムの放射線が癌の原因という

のは、無理があります。 

さらに、もう一つ疑問があります。疫学データとして先生が引用されている研究は非常

に不思議なことに、膀胱がんの頻度がきわめて高い点です。すなわち、ウクライナにお

いて前立腺肥大の手術をうけた患者さんのサンプルの半分以上にがんが見つかってい

ます。前立腺肥大というのは、50 歳を超えた男性なら、40 パーセントが前立腺肥大にな

ります。手術しなければならないのは、全体のだいたい 4 分の 1。そうなら、ウクライナで

は膀胱がんの頻度が非常に高くなくてはならない。 

 

（児玉龍彦氏） 

 論点をいくつか整理していただけますか。 

 

（丹羽太貫氏） 

まず前立腺肥大は男性が非常にコモンに持つものである。そして前立腺肥大を持った

方の 4 分の 1 は手術する。そうすると、それぐらいの中で約半分が膀胱がんにならなけ

ればならないわけです。一般人が、、、、 
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（児玉龍彦氏） 

先生の議論はよく存じております。カリウムやセシウムの議論に関しては、要するに、

カリウムやセシウムというのは、実際に探してみても、カリウムというのは分かっているが、

セシウムが上皮組織でのどういうところにどのように移動していくかというのは全然やら

れていないのですよ。ですから、それをやるのが私、まず大事だと思っております。 

 

（丹羽太貫氏） 

放射線の観点から言えば、放射線は、下手をしたらメートル単位で突き抜けるというこ

とです。放射線で局在が問題になるのは、アルファエミッターの場合ですが、放射線の挙

動の・・ 

 

（児玉龍彦氏） 

   生物学的に見れば、一番大事なのはどこに集まってどこをターゲットに影響を与える

かという問題です。 

 

（丹羽太貫氏） 

それは金属としての毒性について言えることでしょう。金属毒性の場合には、それがど

こに集積するかが毒性の作用やその強さを決めます。でもセシウムの場合は、セシウム

から出る放射線が悪いとおっしゃっておられるわけですから、これは、、、 

 

（児玉龍彦氏） 

   今おっしゃったような、どこにどのように集積して、例えばカリウムは 30 日、セシウムは

100 日です。カリウムやセシウムの場合にすごく大事なのは、それぞれの細胞の発現し

ているトランスポーターによって、実は皆さんにお渡しした資料には一部間違いがありま

して、途中が飛んでしまっているのですが、遠位尿細管で再吸収されとありますが、実際

にもっと細かく見ていくと近位尿細管で再吸収されて遠位尿細管でまた排泄されるという

のが正しい。精密な制御を受けております。ところがセシウムに関しては、カリウムと同じ

トランスポーターがさっき申しましたように違う選択性を持っているということになると、セ

シウムのトランスポーターが、どの細胞で担われて、どうなっているかということがわから

ないと、膀胱の中にいくらあるという議論は無理です。 

 

（丹羽太貫氏） 

金属毒性のことを言っているわけではありません。放射線が飛ぶ場合には、一様に飛

ぶわけですね、数メートル。 

 

（児玉龍彦氏） 

ただ実際に核からどの程度の距離にあるか、例えば私自身の専門はレセプターメディ

エイトエンドサイトシストです。実際にＥＲというのは核膜と連続体を形成するような場合
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もあります。そうすると先生のおっしゃっている議論というのは、生物学的な特性が分か

った後でないと、無機水銀と有機水銀と同じように、水銀としてはこれくらいですね、放射

性物質としてはこれくらいですねということで、たぶん平行線になってしまう。 

 

（丹羽太貫氏） 

先生の議論は放射線の議論ではなくて、金属の議論です。 

さらに別の観点から言うと、セシウム汚染があるウクライナ以外の地域では膀胱がん

が全然出ていないという事実があります。たとえばノルウェーのサーミの人々、この方々

はいまだに 100 ベクレル/キログラムの体内セシウムがあります。しかし膀胱がんはでて

いません。サーミの方々はまれにみる健康な方々です。膀胱がんのレポートが出ている

のは、先生のお書きになったウクライナの論文があります。でもこの例での膀胱がんは

100 万人に対して 40 数名という程度で、ウクライナの半分が膀胱がんになっているわけ

ではありません。もともと 100 万人で 20 数名程度であったのが、40 人程度になっただけ

です。しかし先生の引用している論文は、前立腺肥大の方の半分にがんがあると報告し

ています。これは非常に高い頻度です。よその国のどこを探しても、このように高い膀胱

がんの頻度はみられません。 

 

（児玉龍彦氏） 

それは疫学の見方であり、我々ゲノム疫学で見ますと、ある地域に特異的に起こると、

その地域でひとつの疾患の感受性の高いような遺伝的素因や、または他の要因がある

のではないかということを考えます。 

 

（丹羽太貫氏） 

セシウムというよりは他の要因があるというお考えであれば、私は同意します。 

 

（児玉龍彦氏） 

リンケージかもしれないということですね、今おっしゃっていたのは。 

 

（丹羽太貫氏） 

   これをセシウムであると結論付けるのは尚早であると申し上げたい。以上であります。 

 

（児玉龍彦氏） 

私が言っているのはそれと変わらないところがありまして、尿中に結局、福島先生たち

が言っているのは、6ベクレルあるということと、病理学的に特異的な変化が起こっている

と、例えば私、コレステロールのメガスタディというのをいっぱい、自分の専門はコレステ

ロールですから、コレステロールもやっていますが、その場合にコレステロールの薬を飲

んで筋肉の障害が起こるというのが一番の問題です。それが一番多いのは、長瀧先生

よくご存知かもしれませんが、甲状腺機能低下症の人に、このコレステロール阻害の薬
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を入れるとかなり筋肉の障害が多く起こる、だからコレステロールの値というのと先生の

おっしゃる放射線という一つの軸で見ると、それはおかしいと言われても、コレステロール

が上がっているメカニズムによっては、反応性が全然違うということが起こります。ですか

ら実際に私共が見ますと、先生からご批判があるとすれば、その場合にどういうやり方を

しなくてはいけないかと言いますと、同じように病理組織像を集めて、違うということを証

明されない限り、病理組織学的な方法と先生のおっしゃられる放射線疫学と合わないと

いう乖離はそのまま議論としてずっと続くだけです。 

 

（丹羽太貫氏） 

   それは違います。６ベクレルのセシウムでたまたまがんがでていた。それで、０．２３ベ

クレルのときは、がんがなかった。だから６ベクレルが原因なのだという議論は、一つの

原因だけをピックアップしていますよね。だからその場合は、６ベクレルあるのか、たまた

まであって、ほかのファクターなのかわからないではないですね。だから、そのような短

絡的な結論付けはやめていただきたい。 

 

（児玉龍彦氏） 

むしろ、ですけれど、先生の方の結論の付け方が関係ないという結論が問題だと申し

上げている。 

 

（丹羽太貫氏） 

関係ないじゃなくて、この報告があるから、セシウムが非常にリスクをもたらすとおっし

ゃるのはやはり問題です。 

 

（児玉龍彦氏） 

私が申し上げたいのは、リスクがあるかもしれないという時に、例えばチェルノブイリで

もそうですが、リスクはないかもしれないということで、何もしないでいたら、やっぱり甲状

腺がんの子供やなんかは見放されてしまうんです。 

 

（丹羽太貫氏） 

違うんです。 

 

（児玉龍彦氏） 

ちょっと聞いてください。リスクがあるという場合の可能性がある場合に、リンケージや

なんかがあった場合に、それをない状態にもっていこうということを親御さんや先生や地

域の行政側の方が望んでいるときに、それをリスクがないという風に強弁するためには、

先生は、病理学的検索をきちんとやらなければ反論にならない。そこのところを、要する

に病理学的に検索に対する見解で、私、一番奇異に思いましたのは、放射線医学総合

研究所のホームページというのであります。私、日本記者クラブというところでお話をして
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いたら、放射線医学総合研究所が組織として、こういう論文に反論を書いているというこ

とを新聞記者の方から言われました。それで、最初は信じられませんでした。というのは、

学術論文にたいして今のような学術論争というのは学術論文でこたえるのが基礎だと思

っています。ですから、それをきちんとやらずに、それ以外のところでそういう格好で一つ

の見解を出されて、危険かもしれないという議論があるのに対して、安全だというのは百

害あって一利なしだという風に申している。 

 

（細野大臣） 

ちょっと私口挟ませてください。先生、何時ごろまでよろしいですか。非常にポイントの

議論になっていると思うので、もう少しお時間頂ければ、よろしいですか。ポイントをちょっ

と整理したいのですが、私の方で是非皆さんに議論いただきたいのは、これまでの議論

では低線量被ばくというのは、DNA も修復されるので、危険性は確認されていないという

議論がここではかなりありましたね。それに対して、児玉先生はそうではないと、２つぐら

い、ゲノム修復エラーとか、エピゲノムの状況とかがあって、そこも危険なので対応しなけ

ればならないとおっしゃっていますね。そこがどうなのかというのが、たぶん国民もまさに

知りたいと思っているので、もう少しそこを深めたいんですが、お時間いいですか。交互

に喋りましょう。ちょっと途中で混線するとお互いの主張がよくわからないので、まず御質

問、御意見をいただいて、児玉先生がお答えになると。 

 

（丹羽太貫氏） 

全体から言いますと、甲状腺がんは明らかに増えたのです。疫学的に。だから世界も

認めたのです。そうですね。 

 

（児玉龍彦氏） 

それは、最初、多分、認めてないんです。 

 

（丹羽太貫氏） 

認めてなかった時期はあると思う。それは。 

 

（児玉龍彦氏） 

最初に申し上げたのは、チェルノブイリは何年に起こりましたか。 

 

（丹羽太貫氏） 

  ８６年ですね。 

 

（児玉龍彦氏） 

   現在何年目ですか。 
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（丹羽太貫氏） 

   ２６年目です。 

 

（児玉龍彦氏） 

それが私の一つの答えです。 

 

（丹羽太貫氏） 

それで、私の質問は、甲状腺がんは厳然として疫学が答えです。それで、膀胱がんは

厳然として疫学が答えを出しておるかといえば、これは出していません。確かにウクライ

ナで高くなったという論文は一つあります。それから後の疫学調査を見て、膀胱がんが非

常に多発しているのであれば、甲状腺がんと同じように多発してもいいのではないです

か。男性の半分ぐらいが膀胱がんになってもいい訳ですよね。でもそういう事実はない訳

です。まず、それが第１点。病理学であろうがなんであろうが、現実でなければ、現実に

は上がっていないということは御認め頂きたい。 

 

（児玉龍彦氏） 

今の先生が疫学での現実ということをおっしゃいましたが、疫学調査というのは、私の

専門は予測の科学ということで、要するに疫学調査というのは年数が経って、様々なパ

ラメーターがそろってきたときに、初めて結論が言えます。ですけれども、未来の予測に

なるとそういうのがそろっていない段階で、方向を考えなくてはいけません。ですからメカ

ニズムベースで考えなくてはいけません。それで、今、我々が直面している問題というの

は、疫学的な学問論争に決着をつけることではなしに、未来を予測してほしいということ

であります。 

 

（丹羽太貫氏） 

予測といえば、膀胱がんに関して。 

 

（児玉龍彦氏） 

予測という問題で、一番、私、特徴的なのは。 

 

（長瀧主査） 

ちょっと議論のポイントをはっきりさせていいですか。疫学を全部、児玉先生、否定する

つもりはないんですよね。 

 

（児玉龍彦氏） 

全然ないです。 
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（長瀧主査） 

今の御質問は甲状腺がんは疫学的に一応認められたと。 

 

（児玉龍彦氏） 

認められたと言っても、ここで認められたということですよね。 

 

（長瀧主査） 

私、ずっと初めから関与しましたから、ちょっとこれと違った意見がありますけれども、

まず、認められたと。 

 

（児玉龍彦氏） 

   放医研の意見によると WHO のような国際機関が認めていないと、証拠にならないとお

っしゃっていましたよ。 

 

（長瀧主査） 

質問をはっきりさせましょう。はっきりと。今の丹羽先生の御質問は、甲状腺がんは疫

学的に認められていますと。膀胱がんは疫学的にどうですかという御質問。 

 

（児玉龍彦氏） 

成人のがんの疫学という場合に、先ほどの放射線障害で、私なぜ年数の問題を申し

上げたかというと、例えばトロトラストのように最初のヒットが明瞭なものでも、これ実際に

疫学的に有意になるのはどの辺からかというのを考えて頂きたいと思います。要するに、

小児のガンで甲状腺がんは比較的早く疫学的なピークを。 

 

（前川主査） 

チェルノブイリから２５年たっているのですが、この間にまだ疫学的な証拠は出ていな

いです。丹羽先生のお答えに的確にこたえていますか。YES か NO で答えてください。 

 

（児玉龍彦氏） 

私は疫学的な証拠というのを、今申し上げたように時系列の中で言っています。です

から、９１年の段階で例えば笹川財団がやったときには、これ、否定的だったわけではな

いですか。 

 

（長瀧主査） 

先生、もうすこしクリアにしましょう。２５年。 
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（児玉龍彦氏） 

いや、答えさせてください。まず。私が申し上げているのは、疫学的結果が一番議論さ

れてきたのは、最初にウクライナとかベラルーシのお医者さんが９１年頃に見たこともな

いような小児の甲状腺がんが増えてくるということを申し上げた時に、疫学的にそういうこ

とはないのではないかと、疑念があると、今日と同じような議論がネイチャーにも投稿さ

れておりました。 

 

（長瀧主査） 

そこのところは、先生、大分誤解されておりまして。僕もずっとその甲状腺の子供は見

たので正確に経緯をお話します。甲状腺がんだということは、論文の１ヶ月後に国際的な

学者が３０人集まって、現地に行って確かめました。それから、その原因はチェルノブイリ

事故だというのは、国際的に毎年議論して４年目にチェルノブイリが原因というのは疫学

的に認めています。２０年経って、もちろん議論、データがでてきますから、さらにそれを

コンファームするものは２０年目に出てきましたけれども、疫学的に甲状腺がんが増えて

いるというのは、現実には論文が出て４年目に国際的に認められた報告書が発行された、

ということだけ申し上げておきます。もう一回言いますけど、丹羽先生の御質問は膀胱が

んで疫学的に増えているということがありますかという御質問なので、それに対して、今、

前川先生が言いましたように YES か NO かでお答えくださいということであります。 

 

（児玉龍彦氏） 

それは、ちょっと設問自体が。私、繰り返し申し上げます。私が中心としております、自

分の専門領域というのは、ガンとかそういう病気がどうやって起こるかというメカニズムを

考えるところであって、疫学の専門家ではありません。疫学調査をやっている人でもあり

ません。私が申し上げているのは、ゲノム科学という観点、もしくは２１世紀になって急速

に進歩しているシグナル伝達やエピゲノムの科学から見たときに、どういう懸念があり、

どういう病態が起こるかということであります。それで、ここでも書きましたが、オークリッ

ジの調査となぜ２０１１年のウンガー博士らの結果が違うかというと、今は我々の場合は、

例えばここでゲノム上の違いがあるかないかというのに関して、２３種類の染色体のうち

で、結局２２本まで調べても違いがないという風になるということ。だけれども、ゲノムワイ

ドに探索しますと、初めて染色体の７９１１というところに、チェルノブイリの子供たちに特

徴的な変化がわかってくる。だから、疫学的な探索その他というのは、我々よく言うんで

すが、検出感度というのが問題になります。それで、検出感度が良ければ、様々な問題

が出てきます。それで、一つの検出感度を上げる方法として、病理学的な方法というの

が非常に大事だということです。それで、病理学というのは細胞の形態や性状の変化、も

しくは一つ一つの組織の中での p３８や NF−κB の活性化、INK-４a という DNA 領域のメ

チル化、そういうのを見ていきます。それで、病理学的に見て、こうした領域で変動が多

いということが出てくると、たぶん今、これから増えてくる可能性があるかもしれないという
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予測を我々は立てます。これは、SPEEDI の議論と一緒でして、SPEEDI をなぜ公表しな

かったかということに対する経産省の報告書の中で。 

 

（前川主査） 

先生、済みません。議論がかなり逸脱しております。先生ちょっと待ってください。私は

ストップさせます。他にまだ御質問ないですか。はいどうぞ。 

 

（佐々木康人氏） 

まったく別の話でありますけれども。この計測器で単に興味があることなのですが、こ

こに書いてあるのは、ガンマカメラを使って、コリメーターを付けて、測定するということで、

この機械は、私どもは普段、患者さんのシンチグラフィーを撮るのに使っている機械で、

位置の情報をしっかり取るということが大事な機械なんですけれども、全体の計測を放

射能の量を計るのには感度としてはむしろ悪くなると思うんですが、これを特にお使いに

なる必要があるということは、ちょっと僕は理解できないんです。絵を撮られるのでしょう

か。 

 

（児玉龍彦氏） 

いや、絵を撮るのではなくて、そこにある量を図る。 

 

（佐々木康人氏） 

ですよね。そうだとすれば、むしろ、できるだけ全方向から測定をするということが感度

を上げる方法でありますし、コリメーター付ければ感度は。 

 

（児玉龍彦氏） 

実際にですか。 

 

（佐々木康人氏） 

ガンマ線の方向を一定にするのには、このコリメーターが必要だと。位置を把握するた

めには必要なんですけれども。 

 

（細野大臣） 

ちょっと、その件は、児玉先生、何時頃までお時間よろしいですか。先生、御予定があ

るということなので、もうちょっといいですか。 

 

（児玉龍彦氏） 

一応、ちょっと、今のに対する、算出の計算式を後でお届けできますが、なぜこれを選

んだかというのは、セシウムの高いガンマ線を集めるために、GBO のシンチレーターを基

に、なんというんですかね、ペットやなんかの開発の中で色々なアイディアがあって、そ
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れを基に考えまして。それから、今、一応、申し上げたいのは確かにこれがベストかどう

かわかんないけれども、プレミリナリーな結果で出てまして、部品を発注して、２月頃には

プロトタイプを出せると。 

 

（細野大臣） 

ちょっと、私からすみません。今、本当に専門家の間の議論なので、私も理解できてい

る部分は極めて僅かですし、見ている方もほとんどもそういう方が多いと思うのです。端

的にお伺いしたいのですけれども、先生は、疫学的にはまだそういう結果は出ていない

けれども、理論上は危険性はありうるので対応すべきだと、ざっくりとするとそういうことを

おっしゃっているわけですか。 

 

（児玉龍彦氏） 

それと、チェルノブイリの場合には既に甲状腺がんでそういうことが証明されてきてい

る。それで、疫学を待っていたら、実際には最初の時期には、そういうものがないというこ

とがネイチャーやなんかで出されていたという歴史があるということを申し上げているわ

けです。 

 

（細野大臣） 

そこは非常に説得力があるのです。疫学的にはまだ出ていないけれども、構造上あり

得るから対応すべしというのは、これはそういう説明を聞くと、確かに尤もだと思うわけで

す。それに対して、その構造上そういうことがあるないの議論をもうちょっと本当はしたい

のですが、そこの部分に関しての議論がある方は投げかけて頂いた方が議論が深まる

と思うんですが。 

 

（丹羽太貫氏） 

ちょっといいですか。この児玉先生が引用なさった論文のサンプルがいつ頃とられたも

のか。多分、２０００年前後です。というのも、一連の論文のうち、最初の論文は９０年代

のものであるからです。となると、９０年代に既に膀胱に、前癌病変及び癌腫が見つかっ

ている。そうすると、現時点から１０年以上前に、前立腺肥大の患者の半分に前がん病

変やがん腫が見つかっているなら、今はぼこぼこの癌になってもいいと思うじゃないです

か。そしてもし本当にそうなら、膀胱癌の患者がもっと増えてもいいはず。あの一連の論

文で、もっとも最近に書かれたものは、２００９年の総説論文ですが、この論文でも、生デ

ータは従来のものを使っています。となると、実際の材料は、９０年代の後半から２０００

年までに取られたサンプルということになります。そうなれば、サンプルにがんが見つか

ってから、すでに１０年以上が経過しているため、臨床的に症状が明らかな膀胱がんが

見つかっていても良いと私は思っています。個人的には。 
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（児玉龍彦氏）  

ちょっとひとことだけ申し上げたいのは、たぶん学術論争の在り方だと思うのですが、

学術の専門論文を私は引用して、議論しています。それで、専門論文に対して議論があ

る場合には、ホームページに無署名で出すようなことはやるべきではなくて、きちんとレ

ビューのあるところへ反論なり、違う学術論争を出すということが、学術論争の在り方。

今のを見ていても、ひとりの人がこう言い、もうひとりの人がこう言うということで、結局な

ぜ学術論争がそういう格好を取っているのかというと、永遠に同じ議論を繰り返すことを

避けるために取っている。ですから関係の方に私がお願いしたいのは、ここにいるほとん

どの方は、今までの放医研や原子力機構の論調と似たような論理をお持ちの方々です。

その方々が、学術論争に対して意見がある場合は、きちんとレビューを受けて、学術雑

誌に出していただきたい。それをホームページに無署名で書いて、他の学術者を攻撃す

るということは、非常に卑劣かつ最低の学者としての立ち振る舞いだと私は思っていま

す。 

 

（長瀧主査）  

時間が限られていますので、ポイントをもう少し絞って、議事いただけませんか。 

 

（丹羽太貫氏）  

その点に関しても、私、申し上げたいことがございます。先生の論文は、学術論文では

なくて、ご意見でしたよね。もともとの福島論文が、学術論文ですよね。本来は。それは、

いわゆる、学術雑誌に通っている。先生のご意見は、それを引用されて、私が見たのは、

「医学の歩み」で見たんですよ。その内容にびっくりして、私は反論を書いて、「医学の歩

み」に送りました。学術議論ではなくても、それを掲載した雑誌社に責任があると考え、

「医学の歩み」社に送ったら、２ヶ月程待たされたうえ、掲載はだめだと。仕方がないから、

私の書いたものは、これを受けてくださったアイソトープ協会に送ったという経緯がござい

ます。我々研究者仲間は、先生もご存知のように、学術研究については、言うなれば、

やあやあ遠からんものはという感じで戦場に出て行ってお互いに名乗って、さしで勝負す

るわけですよね。それが我々の本来のあり方です。もっとも今我々がやっているのは、リ

スク論争であり、学術論争ではない。 

 

（児玉龍彦氏）  

今、申しあげているのは、先生の論文のことを申しているのではなくて、私は、放医研

という機関が、１４０億円の税金を使っている、さまざまな意見を持っている学術団体が、

そういうことをするということに対して、非常におかしいと思っているということ。 

 

（前川主査）  

先生ちょっとお待ちください。ここは他の組織や他人の責任追及の場ではありません。

細野大臣が、ご関心があるのは、低線量被ばくのリスクに関する議論ですから、先生が
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文科省を非難されたり、放医研を非難されたりする場ではないということはお心得いただ

きたいと思います。 

他にご質問はございますか。はいどうぞ。 

 

（矢島審議官）  

先ほどの先生の GBO 検知システムの前の、ひとつ前のスライドなんですけども、生産

者のチェックが限りあるというところで、チェルノブイリの教訓でも消費者側のチェックで

はだめでというその、消費者側のチェックがだめでと先生がご指摘されるところをもう少し

詳しく教えていただきたいと思います。 

 

（児玉龍彦氏）  

私が、別のテレビの番組に出たときに、そのチェルノブイリのことをやっている方がお

っしゃっていたんですが、結局、チェルノブイリの中で、原子炉の関係者ともともとの地元

の農民の中に、放射線に対する理解、経済的な階層、大きな違いがあって、実際に避難

が保証されたり、チェックが非常にうまくいったのは、放射線関係の方であって、どちらか

といって甲状腺がんが出たのは、地元の農民の子供が多いということを実例を挙げて、

説明をされていた議論を持ってきたもの。というのは、例えばお金がある人は、全部の食

品をゲルマニウム検知器で見ることができるかも知れない。だけど、普通の家庭の方は、

ひとつずつ自分の食品をチェックできるかというと、それは無理で、非常に大事なのは、

生産者の側で市場に出ていくところでチェックしていただかないと、それが分からないの

ではないか。今も色んなところで、自分の食品を計って欲しいという要望が我々のところ

にもずいぶんあるんですが、それは一般的にはとても無理ではないかと思っています。 

 

（細野大臣）  

今日は、児玉先生ありがとうございました。最後の部分の５つの項目のところなんです

が、政府の取組を若干説明させていただきます。その上で、先生からさらにつっこんだ意

見があれば、いただきたいと思います。 

まず、食品の全部の検査をすべしというご主張なんですけど、これは確か、菅総理の

ときに、来ていただいたときにもご発言されました。これは非常にいいアイデアだと思い

まして、さっそく例を挙げたメーカーを含めて、問い合わせをしまして、確認をしました。若

干先生のご主張で当惑したのは、先生はすぐにできるんですとおっしゃったんです。すぐ

にできるのかなと思って聞いたら、メーカーも含めて、なかなかそれはすぐには開発でき

ていないということで、今、せっかくお話しをいただいたので、個別のメーカーにも開発し

て測れる可能性がないか、今やりとりをしていまして、先生がすぐにできるんですとおっし

ゃったことと実際にやれることが違ったということがありました。ただ、ご主張はごもっとも

なので、ガンマカメラにしてもオートガンマにしても、正確性には若干疑義があります。た

だ、例えば、ベクレル数でこの線で引いたときに、これより上か下かというのはおおよそ

測れて、破砕せずに測れるということは有効だと思っています。ですから、生産者の側で
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も測れるし、消費者個人で測るのは効率が確かに悪いと思うんですけど、消費者に近い

ところで測ることで消費者のみなさんが安心する面はあると思います。例えば、市場で測

るとか、スーパーで測るとか、そういうことがどんどんできるようになれば、安心をして消

費者の方が手に取ることができるようになる。そういうものを目指して、環境省含めて、

政府全体でやっていますので、そこは先生のアドバイスが我々の側で活かされる形でや

っているということをご紹介したいと思います。 

その他の部分なんですけど、１番のところで、瓦の問題等も含めて覚悟を決めて政府

が除染をすべしというところは、これは本当に先生ご指摘の通りだと思います。まだ覚悟

が定まっていないと、少なくとも見らているところがありますので、そこは、私の仕事です

ので、しっかりやらせていただきます。常磐道、自動車道、こちらは私の責任ですと言え

ないのがつらいところですけど、政府で本気で検討しております。その時に、道路を開通

するだけではだめで、道路自体が除染をできていないといけませんから、そちらは私の

仕事ですから、道路をしっかり開通するということと、そこをきれいにするということ、ここ

はセットで目指してまいりたいと思います。４番も、バイオマス、森林バイオマス発電を基

礎にして、全部廃棄物にするのではなくて、エネルギーにしようというご主張は、前向き

なご提案ですので、どういった形でやれるのかということについては、ご提案もいただき

ましたので、検討してみたいと思います。 

悩ましいのは、５つめなんです。色んな町長さんとか、色んな住民の皆さんと私も対話

をしています。先生も色んな方と対話をされていると思いますけど、新しい町をひとつ作

って、新しい出発をさせてくれとおっしゃる方は、確かにいらっしゃる。しかし逆に、例えば、

新しい町を作ったところで、元の町が自分の中にあって、そこに生活があり文化があり家

があるといったときに、そこは新しい町であっても自分の町ではないという方もたくさんい

らっしゃる。そこで我々が考えているのは、そのコミュニティにとって、どういう解決策がい

いのか。さらに言うなら、その個人にとって、どういう再スタートが一番いいのだろうかと

いうことを、多様な選択肢を示して、できるだけ皆さんに提示をしようじゃないかという準

備をしているんです。ですから、例えば、ある町がなかなか帰っていただけないというとき

に、その町の数だけ家を作って、そこでスタートしたときに、そこでできる仕事は何か、そ

こでできるコミュニティは本当に元の町と同じなのか、そこは実はひとことでは言い切れ

ないところがあって、先生のご主張は分かりながらも、なかなかこれでスパッといけると

いうだけではないということは、児玉先生にぜひそこはご理解をいただければありがたい

と思います。今の点について、ぜひご意見があれば、お聞かせいただきたい。 

 

（児玉龍彦氏）  

おそらく、一番見ていて、例えば、今、私昨日も、浪江町の方と浪江町役場の中のデス

クやなんかの線量をスメアやなんかで計ったりしながら相談したりしているんですが、例

えば、浪江町の場合には、このプルームの通ったと思われるところとそうでないところの、

常磐線ひとつはさんで、まったく違います。ただ、NHK のテレビやなんかで報道されてい

たのでは、新しい町を作ろうという若い商工会の方と、戻りたいという町役場の方が、違
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う意見を持っているふうにうかがったのですが、先々週ですか、浪江町役場に呼ばれま

して町の方とお話ししたときには、やっぱり両方必要なのではないかと。今戻れるこの浪

江町役場に昨日も行きましたが、０．２２マイクロシーベルト、建物の中は年１ミリ以下くら

いになるような環境で、昨日持ってきたスメアを今日色々計っていますが、プルームの影

響は建物の中はあまりないであろう。そこから例えば、請戸の港や何かは、実際に１ミリ

シーベルト以下のところがあります。ただこの海側の方は、非常に津波による被害を受

けています。それで、その途中に丘陵地帯もありますので、そういうところを使って、色ん

な開発や何かをやりたいですねと。だけど、もうひとつはやっぱり、マイナスからの出発

ではとても大変で。だからやっぱり、福島の持っている様々な森林資源やその他のもの

を使った総合的な計画がぜひ必要ではないか。そのためには、セシウムを除去できる焼

却炉みたいなものをきちんと作っていくことが、すごく大事になると思っていまして、そうい

う点での努力が必要なんだろうと思います。それともうひとつは、やはりぜひ大臣にお願

いしたいのは、国会か何かでいいんですが、やっぱり今日も、つい先ほどまで、双葉地

区の町村会の議会の会長の松本さんと一緒に先端研で話していまして、やっぱり住民

が、ものすごく無力感、政府にいくら要望しても、ちっともやってもらえていないと。除染に

しても、例えばさっきの屋根をかえるというお金は、私も昨日、南相馬にまいっておりまし

て、南相馬の除染課の方とお話ししましたが、残念ながら予算的裏付けのないものは書

けないから、南相馬の計画の中に屋根の除染の問題は入れられないというふうに、申し

訳ありませんとおっしゃっていました。実際には、日々暮らしている住民の願いや３月１１

日以前の平和な暮らしに戻りたいという住民の願いに応えるためには、もっとスピード感

を持って、そして大臣のところでもっと被災地域の住民の代表の方と直接、公聴会でもな

いんですが、住民代表の方は、例えば抗議の集会をやってもだんだんマスコミは振り向

いてもらえない。テレビの番組でも、原発事故の問題になると視聴率が落ちると言って、

取り上げてくれない。そういうような、だんだん冬に向かっていく中で、住民の犠牲の上に、

原発事故の風化が起こりかねないという事態に来ていると思います。もうひとつだけ、ど

うしても必要なのは、住民に信頼される専門委員会を作らないと、先ほどおっしゃった、

様々なプランがあるとおっしゃいましたが、住民が求めているのは、非常に信頼される専

門家の委員会。今の無気力、無関心、無責任な原子力安全委員会ではない。決意と覚

悟を持って、この難局に立ち向かって、国民のために先頭に立って尽くそうという、そうい

う専門家委員会がないと、細野大臣がいかに頑張られても、一人、田中正造になるしか

ないのではないかと思っています。 

 

（細野大臣）  

貴重なお話だと思います。私は今この場所で原子力安全委員会のことを弁護するつも

りはありません。いろんなご批判があると思っています。ただおそらく原子力安全委員会

だけがいくら例えばメンバーが代わるということがあっても、現実には国会同意が必要で

すし、そういう制度になっていますのでなかなかそういうことができないという現実もある

のですが、たぶん変わったとしても問題は解決しないだろうと思っているのです。むしろ
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我々が受け止めるべきは、今児玉先生がおっしゃったように、住民のみなさんが本当に

困っておられて除染が必要なのに、なかなかそこに手を差し伸べられないこれまでの補

助金の仕組みであるとか、さらには省庁の縦割りでなかなかみなさんが帰ってきたいと

か、新しい街をつくりたいと言っている、そういうまだ、我々の選択肢が示せてないである

とか、そういうところだと思うんです。そこは、私も住民のみなさんといろんなコミュニケー

ションをしているつもりですが、たぶん不十分な面があるのだと思いますので、もう一度

考え直したいというふうに思います。その上で、もう一度特に除染の問題については、私

も徹底するようにします。それは、これまでの補助金とか、これまでの交付金とか、予算

要綱とかの考え方と違うんだと。これは住民のみなさんが求めてお願いしますと言ってく

るものではなくて、我々が頭を下げて除染をやらせてもらうと。そのことによって帰ってき

ていただくものだという、そこの発想の転換が、まだ残念ながら、我々の中でできていな

い部分が、私は転換しているつもりなのですが、まだ政府全体として、そこまで踏み込め

てないところがあるんだろうなというふうに思っております。 

今日は前段の部分は若干専門的で、いろんな議論があるのかなと思いましたが、後

段の部分は非常に具体的なご提案をいただいたというふうに思っておりますので、前段

の部分も非常に興味深かった、ということに加えて、後段の部分が非常に示唆的な話を

いただきましたので、最大限生かして、今後の政府の、住民のみなさんに対するこれが

答えなのだと言えるようなものをつくってまいりたいというふうに思っております。児玉先

生、本当にありがとうございました。 

 

（長瀧主査）  

他にご発言もあるかもしれませんが、時間になりましたので終わりにいたします。児玉

先生、どうもありがとうございました、どうも。それでは、甲斐先生、十分に時間はござい

ますので、４０分ありますから、甲斐先生からお話を伺いたいと思います。甲斐先生は放

射線誘発癌に関する実験研究、数理モデルの研究を進めておられまして、リスク解析に

豊富な知見をお持ちでおられます。また、ＩＣＲＰの委員も務めておられまして、国際的な

放射線防護対策の推進に貢献されておられます。本日の席上配布資料の中で、カラー

刷りのプレゼンテーション資料の次に、甲斐先生のレジュメが今回ございます。この中で

先生のご意見の骨子、根拠文献、軽易な表現での先生のご意見の３点がまとめられて

おります。ので、適宜ご参照ください。それでは甲斐先生、２０分でご説明お願いいたしま

す。 

 

（甲斐倫明氏）  

はい、どうもご紹介いただきました甲斐でございます。今、児玉先生、ちょうど退席され

ましたけれども、今のお話を聞いてて、国際的には、今問題となってます、低線量の影響、

将来的に問題になるであろうということを考えて、国際機関であるＩＣＲＰは５０年前にリス

クという概念を導入いたしました。その頃ちょうどまだ、原爆の影響でまだ白血病が、潜

伏期間が短いですので、白血病が１９５０年代ぐらいから出てまいりまして、白血病が出
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るということが分かった。それまでそういう放射線が発癌の影響があるかということはま

だ十分分かっていなかったわけですけども、その頃白血病が出てきまして、それで国際

放射線防護委員会は、そういったことで、閾値があるだろう、どこか基準をつくればいい

だろうという考え方もあったわけですけども、閾値は無いという前提に立ちました。これは

考え方です。立ったわけです。では次のスライドお願いします。ですからそういう意味で

はリスクという概念はそこから生まれました。いわゆる世の中で言う危険というリスクでは

なくって、学術的にリスクという言葉を導入したわけです。今では化学物質の世界、例え

ばベンゼン等の大気汚染物質等の発癌性物質も、リスクという概念でもって放射線の世

界の考え方を、ある意味で倣って、導入しているのが現状であります。そういう意味では

先進的に放射線の世界ではリスクという概念は走ってきました。その理由は先ほどの議

論のような、いわゆる疫学、人のデータ、生物実験研究というもので不明な点がたくさん

あるということに対して、どういうふうに対応していくのかと。すると影響はあり得るという

前提に立とうというのがリスクという概念であったわけです。ということでその典型的なも

のがＬＮＴモデル、ＬＮＴモデルというのは、閾値の無い直線モデルということで、線量に

比例をしてリスクがあるという前提です。そういう意味でこのＬＮＴモデルというのはいつも

やり玉に挙げられてまして、５０年前からずっとやり玉に挙げて、いつも厳しいという攻撃

をする方もいらっしゃるし、実は閾値があるんだという方もいるし、いやそうじゃないんだ

と、両方から攻撃されてきた考え方ではあります。現在でもこのモデルは、いろんな科学

的な検証でリジェクトされずにまだ考え方として残ってはいるわけです。そのリスクという

概念は量的な概念ですので、影響があるかないかという考え方を捨ててますので、影響

のある可能性を考えてきました。そういう意味ではリスクの大きさという量的なものが一

つ問題となっていくわけです。それから今回、先ほどの議論の中にもありましたけど、内

部被ばくというのが非常に社会的には関心が持っておりますので、このリスクをどう考え

てきたのかということ、最後に、放射線の分野での考え方みたいなものを少しお話しをし

たいと思います。次のスライドお願いします。今５０年前に、ＩＣＲＰは、国際放射線防護委

員会は、リスクというものを導入したという話をしました。それ以後、ＬＮＴ、閾値の無い直

線仮説がずっとその当時から、まだ科学的知見が十分でない時からこれを導入してきた

わけです。現在、今一番新しいＩＣＲＰの中では、２００７年ですけども、そこにはどういうふ

うに書いているかと申しますと、このモデルは、つまり閾値が無いという観点ですね、こ

のモデルは生物学的真実として受け入れられているのではなく、低線量の被ばくにどの

程度のリスクが伴うか、どの程度の可能性があるか、伴うのかを実際に分からないため

に、不必要な被ばくを避けるための公衆衛生上の慎重な判断であると、こういうふうにま

とめているわけです。これがＩＣＲＰ的な考え方なわけです。そうするとどういうふうにリス

クを推定するか、あくまでも低線量で一番問題になってきますのは発癌ということになり

ますけれども、発癌には閾値が無いというふうに考えようということです。もし閾値が無い

となると非常に難しいわけです。閾値が無いとしたら、どこまで、どこから安全基準なの

か、どこからが安全でどこからが危険なのかという線が引けませんので、どういうふうに

考えるのかと。いうことで、そこが一番放射線の理解しにくいとこであったわけです。そこ
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でＩＣＲＰ、国際機関というのは、あくまでも防護基準というのは安全基準というよりも、一

つのそれぞれの状況における上限値として、そこを上限値として状況に応じて線量を下

げる、リスクを下げる、ということを提唱してきたわけです。これを最適化と言っているわ

けですけども、なぜこういう考え方に立っているかというその前提があるわけですけども、

先ほどから言いますようにゼロリスクが無いということに立っていますから、少ない線量

でも影響があるということを前提に立っています。しかしこのこと自体がなかなか科学的

事実としては検証できないということも、ずっとこの科学的研究の中で分かっている。分

かっているというかどうしてもなかなか検証できない。その理由ははっきりしているので

すけど、その中で、そういう科学的な事実が検証できない状況に応じて、それでもリスク

を合理的に低減する。そのための考え方として、このＬＮＴと最適化というのが世界の安

全のための、放射線の安全のための考え方として、国際的には受け入れられてきたわ

けです。現在もそれを国際的には受け入れて利用しているわけです。次のスライドお願

いします。そこでそのＬＮＴというものを前提に考えるということになるわけですけど、少な

い線量でどうやってリスクを推定するんだということになります。当然動物実験をやって、

たくさんの動物実験やって推定すればいいじゃないかとか、又は先ほどの児玉先生のよ

うにメカニズム的に推定すればいいじゃないかと、いろんな試みがされてはいるんですけ

ども、なかなか人のデータ重視ですから、人のデータで最も世界的にも信頼があるデー

タというのは、実は原爆被爆者のデータであります。ということから国際的にはこの原爆

被爆者のデータを基にリスクが推定されております。ただ原爆被爆者のデータっていうの

は、低線量ではないというふうに思われるかも知れませんけど、実際には原爆被爆者の

データは高線量から低線量まで非常に幅広にわたってあるわけです。ただ低線量率で

はない。原爆被爆者とはご存じのように、原爆被爆っていうのは瞬間的に被ばくしていま

すので、少しずつ長期にわたって被ばくしたものではありません。そういう意味で、少しず

つ長期にわたって被ばくするような低線量率というものに適用できるのかという議論は一

方で当然あります。それについては、生物学的ないろいろなことからの議論というのが一

方でされているわけです。いずれにしても、先ほどの児玉先生の議論になかったのは、

放射線分野に非常に特徴的なことは、線量というものがリスクの指標として最も有効なも

のであるということが世界的には認められてきているわけです。それはもちろん理論的な

ものも含めて経験的にいろんな現象を線量できちんと説明できるということの歴史がある

わけです。そういう意味で放射線の場合には線量をしっかり把握することでもって、リスク

を予測するということをやってきたわけです。で、このときのリスクのちょっとコメントなの

ですけども、国際放射線防護委員会なんかで出ている数値なのですけども、リスクの大

きさを知る意味の一つの目安なのですけども、例えば１０００ミリシーベルト、非常に高い

線量ですが、これですと、これだけのリスクをみつけるためには８０人くらいをみれば、８

０人が１０００ミリシーベルト被ばくしているのを見ればがんの増加を見つけることはでき

るわけです。検出感度は十分なわけですけど、非常に低い線量になってくると、例えば１

０ミリシーベルトくらいになってくると、６２万人が１０ミリシーベルトを被ばくしていて、長期

間に影響を観察しなければ、このリスクの増加というものを検出することができない、そう
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いうレベルである。また１ミリになってきますと６１８０万人、ですから１ミリが安全基準の

ような考え方が今風潮にありますけど、ＩＣＲＰは決しては１ミリを安全基準という言い方を

しておりません。あくまでもリスクはあるけど、これだけの、こういったサイズでみなけれ

ば見つけることができないほど、小さなリスクであるという認識であるわけです。次のスラ

イドお願いします。そこで、これは原爆データでございます。原爆データで、１０歳、３０歳、

５０歳ということで、年齢によって発癌のリスクは違うわけですけれども、０．１シーベルト、

１００ミリシーベルトですね。原爆で瞬間的に１００ミリシーベルト被ばくした時のデータが、

原爆のデータのところに出ているわけですけども、だいたい大人でだいたい１％くらい。

ただ被ばくしない人がこれで見ますと男性で２５％くらいなわけです。つまり私たちはどう

してもいろんな理由で癌になっていきますので、生涯、２５％の、被ばくをしなければ２

５％の人が、１００ミリ被ばくすることによって２５．９％になると、そういう推定値でありま

す。子供の場合には、余命が長いですから３０％くらいが生涯癌になる、被ばくをしなくて

も。それが３２％ぐらい。増加分としては、大人の２倍程度であると、こういう推定が、これ

は原爆のデータを解析して計算されているわけですけども、こういったある程度リスクの

大きさを知る意味で参考になるわけです。こういうものを前提の上でさらに低線量はどう

なるのかということを考えてきたわけです。次のスライドお願いします。そこで先ほど問題

になっておりましたチェルノブイリであります。チェルノブイリで健康影響が今明らかにな

ってるのは、先ほども議論にありましたけど甲状腺癌であります。甲状腺癌も結局線量と

いうものが非常に重要な指標になっているわけです。これは最近の研究論文で横軸が

線量でありますけど、ここが５００ミリシーベルト、１０００ミリシーベルトです。これは甲状

腺の線量です。甲状腺の線量というのは、甲状腺に集まることで、そこに集まったアクテ

ィビティ、ベクレルですね、ベクレル数からコンピューターでどのくらいそこにエネルギーを

吸収するのかということを、代謝も考えて、どのくらい残留するのか、残留する時間、そう

いうものを全て考慮して、滞留している間に出てきたエネルギーで吸収エネルギーを計

算しているわけです。そういう意味では線量評価法そのものもより厳密な評価をしてきた

歴史があるわけです。先ほど線量がリスクの指標だと言いました。縦軸は、被ばくしない

人に比べて何倍甲状腺癌が増えたかという意味です。１が当然増えてないということで

す。だんだん線量が低くなってくると、甲状腺癌が出てこなくなってしまいます。こうやって

見ていただきますと、チェルノブイリは不幸にも非常に高い甲状腺被ばくを受けたわけで

す。次のスライドお願いします。これは、国連科学委員会２００８年のレポートからもって

まいりましたけど、縦軸が対数になっておりますけど、例えば１グレイ、これ、１シーベルト

とみて構いません。１グレイの甲状腺被ばくをした子供たち、未就学児ですね、学校へ行

く前の子供たちですけども、赤がベラルーシ、波線がロシア、これがウクライナですけど、

例えばベラルーシでは数万人規模の人たちが１グレイ以上の子供たち、１グレイ以上の

甲状腺の被ばくをしているわけです。こうやって見ていただきますと、多くの子供たちが

たくさんの被ばくをしているわけです。こういう中で甲状腺癌というのが発生してきている

わけです。ですから幸い今日本は、避難と食品規制等やりまして、今のところ１００ミリを



28 

 

超えてないだろうというふうに言われていますので、そういう意味からするとチェルノブイ

リのようなことは起きにくいだろうと考えられているわけです。次のスライドお願いします。 

そこで、線量が非常に重要な指標だと私は申し上げました。被ばくの形態が違うので、

内部被ばくは、先ほどの先生がおっしゃいましたようにそれぞれの核種、放射線物質毎

に考えなければと。確かに、挙動を考えねばならない。しかし、世界の放射線科学のサ

イエンスとしては線量を評価することによって、線量が最もリスクの指標なんだというの

が、世界の科学者の共通認識であります。チェルノブイリのデータでみてみますと、外部

被ばく、これは原爆被爆者や医療被ばく、いろんな外部被ばくのデータで推計されている

リスク、過剰相対リスクですけれども、被ばくしない人に鑑みてどのくらい増加したかとい

う割合ですけれども、個人差はありますけれども、それに対しましてこちらが、チェルノブ

イリの最近研究報告がいっぱいでてきました。セシウム１３１による甲状腺被ばく、同じ１

グレイ、同じ甲状腺への１グレイ、外部被ばくの１グレイ、こちらは内部被ばくの１グレイ。

ということで、ほとんど変わらないということがわかります。また、これは人のデータです

けれども、きちんとしたネズミの実験でも甲状腺にヨウ素を入れた場合と、外からＸ線を

あてた場合で、同じ放射線量であれば甲状腺ガンのリスクは同じであるという研究はさ

れております。そういうことからしても、線量というのはリスクを考える時の重要な指標で

あると考えていいのだろうと思います。次のスライドお願いします。 

内部被ばくのリスク、甲状腺以外にもいろいろ先ほど問題になっていたのですけれど

も、例えばトロトラストの話が出てきておりました。しかし、今国際的には、先ほど例を挙

げましたように、線量が同じであればリスクは同じという原則に立っております。原則とい

う言葉を使うのは、全ての個々の放射線物質毎に検証したわけではないのと、人のデー

タは限られています。例えば、甲状腺ガンやトロトラストなど一部ですから、全部が検証さ

れているわけではないので。しかし、先ほど申したように、線量というのはリスクの指標で

あるというのは過去の経験からも、理論的にもわかっているので、線量というのをきちん

と正確に評価していくということが最も重要視されていると。例えば、ここに沈着したらど

のくらいの線量になるのか、または、経口摂取したら胃腸管を通してどのくらいの線量に

なるのかということ。そういう線量評価モデルが世界の内部被ばくの研究の主流になって

いるわけです。例えば骨ガンなんかは原爆被爆者で出ておりませんので、ラジウムなん

かのデータを使っていますから、必ずしも原爆からは内部被ばくがないじゃないかと言わ

れますけれども、世界的には内部被ばくのデータも取り込まれております。次のスライド

お願いします。 

そこで、こうしたリスクというのを理解するのが難しいのは、どうしてもリスクが小さくな

ってくると、例えばこういう計算ができます。今回、首都圏でだいたい３５００万人の人が

います。すると、首都圏で１ミリずつ被ばくしたとしますと、ＬＮＴですね、この仮説に立ち

ますと、当然１ミリというリスクが生涯で大体１０のマイナス５乗、一人で見ると非常に小さ

いが、３５００万人それぞれに１０のマイナス５乗だとすると、全部足し算していくと無視で

きない数字になる。１７５０人。すると、１ミリシーベルトで１７５０人が過剰に死ぬことにな

るじゃないかと。こういう議論があります。しかしこの議論は多くの問題をかかえています。
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なぜかというと、リスク係数そのものが先ほどお話したようにある意味で放射線の影響を

防止するために考えたリスクを予測していこうということ。科学的にはどうかというと、科

学委員会、ＩＣＲＰ等ではこういう死亡者などのは予測は不確かであって、科学的に検証

することは難しいわけです。そういう意味では科学的には意味がないだろうと。つまり、他

のガンの変動幅に隠れてしまって、検証できないということ。こうしたことが世界の認識で

すけれども、こういう非常に小さなリスクというのは私たちの周りにたくさんある訳ですよ

ね。例えば、煙草の副流煙の間接喫煙であったり、排気ガス中のベンゼンであったり。こ

ういったものを、ＬＮＴつまり、閾値のない発がん性のリスクというものをいくらでも考える

ことができるわけです。そういったもの、煙草の煙を吸ったことがない人はいない訳です

し、排気ガスを吸ったことがない人はいないわけです、日本の中で。したがって、リスクは

いろんな他のリスクと比較していくための数値である。安全側のリスクの推定ではあるけ

れども、他のリスクと比べた時にそのリスクを優先すべきなのか、むしろ他のリスクを下

げることを優先すべきなのか。ある意味で選択、リスクを低減する時にどういう手段をと

ったらよいのか、という時の判断としてリスク計算をしている。ですから、あくまでも予測

する小さい確率はリスクの意味を持っているはずなのですが、もし、こういう予測をすると

したらいろんな情報を加味して不確かさというものを伝えていかないといけない。次のス

ライドお願いします。 

そういう意味でリスクというのは伝えるのが非常に難しい。専門家の間でもリスクを説

明するのはいやだから、ついつい影響ありませんよと説明したくなるのです。だけど、今

日お話ししているように、リスクというのは一つの安全性を考える上での手段として考え

てきたのです。多くのリスク論というのは新聞等でも報道されているように１００ミリシーベ

ルトあるいは０．５％増加するということを、利用して記事を書いている。しかし、リスクと

いうのは今日話したように影響が必ず起きるというものではない、つまり、将来の予測と

して計算をしている。なんのために予測をするかというと、他のリスクと比較をする。他の

リスクの方が大きければ、そちらを優先しなければいけないではないかと。判断の目安

である。これは放射線に限ったことではなく、他のことでも同じです。リスクを理解して、リ

スクを減らすための手段としてやっている。もしリスク推計をするのであれば、年齢や生

活習慣は非常に大きくきいてきますので、そういったものを考慮しなければいけないし、

不確かさ、今考えているものは確かに集団の平均的リスクを見ていますから、個人のリ

スクとは違うかもしれない。しかし、そういった集団の平均的リスクを見る理由はあくまで

も他のリスク要因と比較をすることが目的である。次のスライドをお願いします。 

そこで一番議論となっています、先ほど、児玉先生の安全基準を変えたことは不当で

あるという話がありました。しかし、リスクという考え方がからスタートしました。するとどこ

かでラインを引くことはできないんです。今、科学的にわかっていることは、１００ミリ以下

では急性傷害は出ないということはわかっています。１００ミリ以下では発がんリスクを見

つけることは困難であるということもわかっている。そういう中で、１００ミリ以下でリスク対

策をどういう風にしていくかということで国際的にＩＣＲＰが考えているのは、やはり１００は

超えないようにしないといけない。緊急時は１００ミリ以下のところで避難や、摂取や、そ
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ういったことを考えなさいと。これは非常に短時間、1 週間、２週間、数週間といったところ

で、そういう線量は避けなさいということで勧告をしてきたと。国際的にもこういうことが利

用されてきた。問題は今回ここです。通常１ミリというのがどこから出てきたのかというと、

もともと、線源を管理している状態でこれを例えば病院を運営する、原子力発電所を運

転するということで、放射性物質をコントロールしながら使う、ある意味で、管理を厳格に

行うがことがしやすく、線源をコントロールができる。その中で、より厳しく使うための上限

値として国際機関としては１ミリというのが提唱されてきた。しかし、計画被ばく、通常の

原子力発電所であったり、通常の病院であったりしても１ミリまで被ばくしてもいいとは考

えていません。現に、日本の原子力発電所の通常時の目標というのは５０マイクロシー

ベルトが使われている。１ミリを安全基準として考えているわけではない。あくまでもリス

クとして、リスクを下げるという考え方をとっている。では、今回のような一旦ほぼ事故が

収束したような時に、国際的にはここを目指しなさいという考え方をとっています。では、

1 ミリを目指すのか、なぜ２０ミリをスタートとしていいのか。２０ミリなら被ばくしてもいいよ

と国際機関はどこも言っておりません。一つの目安として、２０ミリを超える状況があれば

２０ミリ以下に下げなさいと、そこから順次下げるためのスタートとして使うといういうこと

です。次のスライドをお願いします。 

それはどういうことかと申しますと、ＩＣＲＰパブリケーション１１１で示しておりますけれ

ども、今の状況でこういう線量、こういう人たちを下げていかなければならない。参考レベ

ルといいますが、国際的に参考レベルを設けて、これを超える人を下げるようにしようと、

だんだん下がってくれば更に参考レベルを下げていく。つまり、最初から１ミリにしていた

ら、それこそ誰を優先すればいいのかということで、対応そのものが混乱する。２０という

のは、まず２０を超える人を優先的に対応するということ。２０を超えてなければ例えば１

０というように、徐々に参考レベルを下げることでリスクを下げていく。そういう考え方をと

ってきているわけです。そういうことで、リスクを考えるかぎり、簡単にどのレベルのリスク

がいいということはありませんから、他のリスクまたは置かれている状況に応じて、リスク

対応の判断をしているということ。では、２０とか１０とか短期間、１年、２年、３年かわから

ないが短期間に目標よりも下げるというのは、その他の、例えば避難する、疎開するとい

うことによるリスクというものも考える。そのリスクが大きければそうした線量もある程度

受け入れていかなければいけないのではないかという配慮になります。ただ、最終的に

はそういう判断というのは、当然、住民の方々にリスク情報を伝えて、最終的には住民の

方々が判断していくべきだと思います。ステークホルダーという言葉が使われているが、

関係する住民の方々が意見を述べて、さまざまな状況を考慮することが重要だと国際的

にも考えております。次のスライドお願いします。先ほどの選択、なぜ幅があるのかとい

うことはわかって頂けたかと思いますが、効率的に線量を下げるためには、最初から低

い線量を目標にしても社会的な混乱が予想される。この場合、何を優先するのかが見え

ないわけですので、徐々に線量を下げていくための、非常にプラクティカルな考え方。そ

の際には他の社会的な要因またはその対策をとることによるいろんな健康とのバランス。

例えば、今回いろいろな方々が避難をする際に、高齢者の方は避難に伴って亡くなった
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こともあったと伺っています。そういう意味で判断にはいろんなジレンマがある。放射線

の発がんリスクだけを心配するために他のリスクを取り込んでしまう。結局、健康を失っ

てしまうことを避けなければいけない。このような状況でリスクをものさしとして使っている

わけです。過去の経験から国際的には長期的には１ミリを目指しなさいと言われている。

何故１ミリを目途とするかなんですけれども、次のスライドをお願いします。 

なぜ１ミリを目指すかというと、ＩＣＲＰの中で言っているが、やはり社会は事故が起き

たということは、元の生活に戻したいというのがふつうの誰もが思うことです。元に戻すこ

とを一般の住民の方々は望んでいるという、そういう倫理的なものから１ミリに戻していく

と。１ミリというのは非常に厳しく管理されているところの通常の基準ですから、そこに戻

していくと、そういう倫理的な面が強いということを国際機関は考えています。あくまでも

健康リスク上の判断ではない。今日お伝えしたように、健康リスク上の判断というのは、

リスクがどの線量であっても、２ミリであっても、５ミリであっても、１ミリ、０．５ミリであって

も、それに応じた非常に低いリスクであってもリスクがあるという考え方にたっていますか

ら、他のリスクを考えながらリスクを下げるということ。１ミリを閾値のように扱うことは、国

際的には考えられないだろうと思います。リスクに応じた対策を考えなければいけない。

そのためには、リスクがどの程度かということを伝えていかないと、判断できないので、

量的な議論をすることが重要。安全、危険、影響があるということではなく、リスクがどの

程度かということをオープンに議論しながら、何を選択していくかと。その際、放射線のリ

スクですが、ガンのリスクをきちんと考えながらバランスをとることが求められていると考

えられる。次のスライドをお願いします。 

そういう意味では、今日の基準の考え方からすると、やはり線量の高い地域を優先し

ていくことが求められていると思います。そういう意味では線量等の全体の状況について

は、今、一般の方々は非常に情報が錯綜しています。そういう意味では、やはり全体の

状況をしっかり伝えていく情報提供が、やはり一番求められています。このことがうまく行

われないために、非常に多くの人々が不安を抱えています。この不安というのは単なる

不安ではなく、他の健康リスクに影響するような不安に繋がっているわけです。このこと

は世界的にも今いろいろと問題とされておりますので、そういう意味では、この放射線の

不安に対するケア体制、どういう風にケアしていくのかということも、しっかり行政は考え

ていなかければならない。もちろん除染は除染で進めていくとしても、こういう問題は片

方では大きな悩みを抱えておりますので、こういうケア体制というものをしっかりしていく

ことが今後求められていると思っております。以上でございます。 

 

（長瀧主査）  

甲斐先生、ありがとうございました。お席にお戻りいただいて結構でございますけれど

も、ただいまの御説明を踏まえまして御質問・御意見ございましたら。どうぞ。 

 

 

 



32 

 

（細野大臣）  

二つ質問させてください。解説ありがとうございました。毎回同じような質問をしていて

恐縮なのですけれども、内部被ばくのところのリスクの御説明、非常にクリアに御説明頂

いておりますが、もう少し深掘りしてお伺いしたいと思います。線量が同じであれば、リス

クは同じであるという原則であると、しかし核種によっては例外があると、そういう理解で

すよね。 

 

（甲斐倫明氏） 

そうですね。例外は、逆にその、外部被ばくよりも内部被ばくの方が、リスクが低い、と

いうデータは動物実験ですがあります。 

 

（細野大臣） 

つまり、甲状腺のリスクがある核種では高いとかですね。 

 

（甲斐倫明氏） 

甲状腺は大体同じと考えていいだろうと思うのです。疫学データから見ても。 

 

（細野大臣） 

例えば、骨に付くといわれるストロンチウム等ですね。 

 

（甲斐倫明氏） 

そうですね、ストロンチウムとかああいうものは逆に人のデータがほとんどないので、

動物実験等のデータでは、逆に内部被ばくのリスクが低いというような、それを示唆する

データはあります。 

 

（細野大臣） 

そうすると、同じ放射線量の、例えば内部被ばくで、同じ線量であっても、ここはリスク

として気を付けた方がいいものというのは、どういう核種のどういう危険性なのでしょうか。

個別にある程度。 

 

（甲斐倫明氏） 

結局、放射線の場合は線量に換算できるわけです。つまりその、ストロンチウムにして

もラジウムにしても、プルトニウムにしても、体の中に入って、どこをどういう風に挙動して、

でそうするとある臓器に沈着をして、そこから放射線が出る。その放射線が、どの組織に

吸収するのかというのが、それが線量なわけです。線量を評価することによって、ある程

度のリスクは推定できるであろうという立場に立っているわけです。確かに全てのものを

チェックしたわけではないわけですけれども、そういう意味では、例えばセシウムについ

ては多くの、確かに、人のデータはありませんから、そこまでは検証できてないかもしれ
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ませんけれども、ただ、同じように、その線量というものが、様々な基礎研究からリスクの

指標であるだろうという風には考えられるわけです。 

 

（細野大臣） 

そうすると、例えば、内部被ばくにおける、そういう極端な例ってあまり想定する必要は

ないのかもしれないのですけれども、セシウムの例えば 5 ミリシーベルトと、プルトニウム

の 5 ミリシーベルトと、ストロンチウムの 5 ミリシーベルと、そのものがそれだけで入るとい

うことは、理論的にはないのでしょうけれども、その割合で変わってくる可能性はあるわ

けですよね。 

 

（甲斐倫明氏） 

割合っていうのはその。 

 

（細野大臣） 

割合っていうのは、より影響を強く及ぼす、例えばストロンチウムの入っている 5 ミリシ

ーベルトと、プルトニウムの含まれている5ミリシーベルトと、セシウムのみの5 ミリシーベ

ルト、というのは異なるわけですよね。 

 

（甲斐倫明氏） 

シーベルトという単位は、結局、その線量という同じ単位でみています。線量は、つま

り、プルトニウムはアルファ線がでるわけですけれども、例えば、そのストロンチウムはベ

ータ線ですから、アルファ線とベータ線は全く違う性質を持っています。そこの違う性質を

シーベルトに評価するときに考慮しています。だから、シーベルト単位で比較した場合に

は、リスクとしては同じになるという前提での計算がされています。 

 

（細野大臣） 

その同様のご説明は、ほぼこれまでにさんざんいただいているのですが。 

 

（甲斐倫明氏） 

やってきたわけですね。 

 

（細野大臣） 

あえて、その原則における例外というのを先生のほうから指摘をしていただけるとする

と、リスクとして内部被ばくの中で、核種によって例外的に懸念されるリスクって何かと。 

 

（甲斐倫明氏） 

ほとんどそうなんですが、超半減期の特に骨に集まるようなストロンチウムだとかラジ

ウムだとか、そういったものは動物実験でありますと、少ない量になってきますと、少ない
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量になってくると非常に潜伏期が長くなっていく、ということが示されているのです。潜伏

期が長くなってきますと、もう寿命より長くなってしまう。つまり、生きている間には癌がで

ないと、というような実験が、犬やネズミをつかった実験で、アメリカで１９７０年代、８０年

代精力的にやられたのです。だからそういった実験から、そういうことがいえているので

すけれども。 

 

（前川主査） 

先ほどの細野大臣の質問を、いいかえると、シーベルトでいうと、これはやはり「人体

に及ぼす影響」という同じ土俵でものをいっているわけですけれども、おそらく、言わんと

されていることは、例えば１０ベクレルのアルファ核種が身体に入った時と、ベータ核種・

γ核種の１０ベクレルが入った時の影響の差を。 

 

（甲斐倫明氏） 

ベクレルですね。それはあります。ベクレル単位によって、同じ 10 ベクレルでは違いま

す。つまり、線量を与えるものが違いますから。アルファ核種、例えば、ストロンチウムの

１０ベクレルとプルトニウム 10 ベクレルというのは体に入った時の線量は違いますから。

つまり線量が同じであれば、ということですから。そこは線量を推定するわけです。 

 

（前川主査） 

放射能量は同じでも受ける影響は違うということですね。 

 

（甲斐倫明氏） 

違います。 

 

（前川主査） 

特に内部被ばくの場合には、アルファ核種の。 

 

（甲斐倫明氏） 

たとえば、ヨウ素でも、子供の甲状腺に、同じ 10 ベクレルでも、大人の 10 ベクレルでは、

子供の 10 ベクレルの方が線量は多くなります。 

 

（細野大臣） 

もう一つ、これはもう最終的な、このワーキンググループの方向性そのものに関わると

ころなのですけれども、参考レベルについて、非常にわかりやすい御説明をいただきまし

た。リスクをできるだけ客観的に伝えて、下げていく努力をきちっと合理的にしていくべき

だ、というのは私も先生のおっしゃる通りだと思うのです。あえてお伺いするのですけれ

ども、今の日本の状況というのはおよそ御存じですよね。20 ミリシーベルトを一つの基準

にして、避難区域かどうか、という判断をしています。あえて、その基準を守るか守らない
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か、という議論もあると同時に、その下で参考レベルでの目標を設けるとすれば、これは

どういう考え方をとるべきだとお考えになられますか。1 ミリシーベルトは、これは、なかな

か簡単には達成できないけれども長期的な目標としては持っております。しかし、その安

全基準というわけではないし、参考レベルということもちょっと言いにくいと。むしろ参考レ

ベルというならば、もう少し高いところで、いずれかの基準で、レベルで設けるのかなあ、

というイメージを持っているのですけれども。 

 

（甲斐倫明氏） 

そうですね、参考レベルは、線量を下げるための一つの、目標値、手段という風に考え

たらいいわけです。例えば 5 ミリくらいに参考値を置けば、5 ミリを超えているところを優先

するということになりますよね。4 ミリの人よりも 6 ミリ、7 ミリの人を優先する、となりますよ

ね。そこで5ミリ以下に下げていくということになります。5ミリ以下に今度はみんなが下が

っていたら、また 5 ミリ以下に目標値がなると。そういう意味では、ある意味で、法的な基

準にはちょっとそぐわないわけですけれども、一つの基準に固定されるのでなく、動いて

いますからね。ただ、リスクを下げる防護のための一つの手段であるという風に考えてい

ます。 

 

（細野大臣） 

つまり、仮定の話ですけれども、5 ミリに参考レベルを設定するとすると、除染を 5 ミリ

以上のところを優先してやる。 

 

（甲斐倫明氏） 

優先するということですね。 

 

（細野大臣） 

で、5 ミリ以下になった場合、だいたい 5 ミリは達成できたという状況になった場合には、

さらに、その参考レベルを下げて、例えば、その 3 ミリにして。 

 

（甲斐倫明氏） 

そうですね。 

 

（細野大臣） 

３ミリから 5 ミリのところを優先的に除染する。 

 

（甲斐倫明氏） 

優先する、そうですね。 
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（細野大臣） 

そういう考え方だと。 

 

（甲斐倫明） 

そういうことですね。１ミリを目指すというような、そういう考え方です。 

 

（細野大臣） 

はい。 

 

（長瀧主査） 

それから、今日の御説明と、今の細野大臣と関係する話としては、他のリスクと比較す

るための健康リスクの考え方、それはもうすごく意味がある。放射線のリスクと他のリス

クとを比較して議論するために、具体的に何が起こるという科学的な証拠はなくても、リ

スクとして考えて、生活をよりいいところに持っていく。そのためのリスクの比較であると。

そうすると、放射線のリスク以外のリスクは、具体的に、どういうものをお考えですか。 

 

（甲斐倫明氏） 

通常、20 が出てきた背景には、社会的研究、これイギリスの研究なのですけれども、

イギリスの中で、どういうリスクが、どのくらいのリスクだったら社会的には受け入れられ

ないのかと、いうような研究があるわけです。で、その中から一年間当たり千分の 1 をこ

えるようなリスクっていうのは、やはり受け入れられないだろうと。ですから、上限値でも

千分の 1 だろうと。そういうところから来ているのですけれども、それは基準を決めるため

の、一つの、規格です。基準を決めるための。でも、それは被ばくをしてもいいというもの

ではない。上限値として、そこを上限値として、低くしなさいと、ということを国際的には、

考えているわけです。例えば、その飯館村で、今回、20 ミリを超えるという予測をして、避

難をさせたわけですよね。そうすると、避難をすることによって、もちろん、小さな子供から

お年寄りまでいらっしゃる。で、お年寄りも、寝たきりの方もいらっしゃる、いろんな状況の

方がいらっしゃるのですよね。そうすると、それぞれ、そこで立ち退き、避難することのリ

スクというのは、当然、数値で何分の一とは出てこないかもしれませんけれど、それが、

リスクが大きいものなのか、非常に小さいものなのか、ある程度の判断はつくはずです。

そこでやはりどちらを優先するのかということが、ある程度誰かがアドバイスをし、最終的

には本人たちが判断していくと、いうことが一番望ましいのだろうと思うのです。 

 

（前川主査） 

今、２０ミリシーベルトの話がでましたけれども、どうも日本語に訳す時に、「参考レベ

ル」と訳されたのがそもそもの間違いじゃないかなと思うのです。英語でいう”refer to”と

いうのは、そこを参照にするという意味ですが、それは、それを超えれば放射線防護の

策を考えなくちゃいけないレベルとして２０ミリシーベルト。 
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（甲斐倫明氏） 

そうです、優先して考えるということです。 

 

（前川主査） 

ですから、放射線防護をとるための下限値です。当然そこから上はとるわけですから。

ところが、どうもその下の方を言ってしまって。あくまでもその安全域の上限値というよう

な表現になってしまい、そのような理解になってしまっているのがおかしいと思うので・・ 

 

（甲斐倫明氏） 

それは、社会的にですね。 

 

（前川主査） 

社会的に、今です。ですから、1 ミリから２０ミリと言われたときに、１から２０というバン

ドを取ったけれど、その２０というのは、そこを超えたら放射線防護を取りますよ、優先的

にとりますよという出発点の値ですよと言えばよかったのが、上限のように思ってしまっ

たのが、おそらく全ての誤解のはじまりではないかと思いますが。 

 

（甲斐倫明氏） 

そうだと思います。文部科学省の学校校庭問題から出発していますけれども、やはり

ちょっとそういったところのコミュニケーションがよくなかったと思っています。 

 

（前川主査） 

まさにそのあたりが、おそらく今回の福島原発のリスクコミュニケーションに当たって、

非常に大きなものだと思うのです。特に、最適化というもの。社会的経済的要因とのバラ

ンスということの議論は全くなしで、もう避難、避難ということになってしまって。健康リスク

とのバランスを考えないで、介護療養施設等から、寝たきりの人を強引に外に出した。そ

のリスクと、あの時の空間線量率を考えてみれば、どっちがということになるはずです。

ですから、そういうリスクのバランスの議論がちょっと欠けていたなという感じがします。

いかがでしょうか。 

 

（甲斐倫明氏） 

そこが一番大切なことだと思います。 

 

（佐々木康人氏） 

今の話は前川先生の仰った通りだと思います。ちょっと別の点で伺いたいのですが、

先程の、うしろから３枚目かな。最適化のための参考レベルというところの３つ目の点で、

年間１ミリシーベルトから２０ミリシーベルトの線量範囲の低い方から参考レベルを、これ

は Lower part of reference band だと、低い方に選びましょうと。それは、現存被ばくに入
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る時に、そのようにＩＣＲＰが言っているわけですけど、この時のＩＣＲＰが考えている非常

事態というのは、過去の経験から先生も仰いましたけれども、大体、最悪の事態が数日

から１０日ぐらいで収まった後の話であって、今回の福島原発の事故というのは、その非

常事態が非常に長く、何カ月にもわたっていて、今現在も本当に非常事態はもうなくなっ

たのかというと、言えないような事態、ということは、非常事態と、緊急時被ばく状況と現

存被ばく状況との境目が時間的にも地域的にも非常にわかりにくい状況、特殊な状況だ

と思います。こういう時には、低い方に参考レベルを選ぶということはなかなか難しくて、

むしろ高いところから始めなければならないということがあるのではないかと思いますが、

その点はいかがですか。 

 

（甲斐倫明氏） 

仰る通りだと思います。やはり特に 4 月の時期というのは原子炉そのものがまだまだ

不安定な状況でしたから、そういう意味では一方では緊急事態が続いている、しかし、環

境のレベルもある程度落ち着いてきているけど、リアクターがまた変わって、環境中にま

た放出が起こり得るかもしれない、そういう意味では緊急事態に備えているというそうい

う状況だったと思いますね。そういう意味では先生が仰るように、なかなか現存、現存と

いうのは事故後の復旧時ですから、現存というのは分かりやすい言葉では復旧時です

から、復旧が始まっているという風に考えにくい状況、まだまだ緊急時と復旧しなくては

いけないという非常に並行した状況があったという意味では、先生が仰るとおり、判断が

難しいところだったと思います。 

 

（長瀧主査） 

他にございませんか。どうぞ神谷先生。 

 

（神谷研二氏） 

非常に明確に防護の考え方をご説明していただいたと思うのですが、やはり、放射線

防護の考え方としてＬＮＴモデルというのは非常に優れた考え方だと思うんですが、先程

先生からご指摘有りましたように、生物学的な事実と、必ずしもモデルでのリスクというの

が一致していない。実際に例えば１０ミリシーベルトのリスクというときに、数値はもちろん

計算される訳ですけど、それと生物学的な事実との乖離が、その時の、どういいますか

ね、パーセプションの根拠となるというのが、今の話ですと、リスクの比較ということにな

ると思うのですけど、実際にリスクの比較をする場合に、そういう低いレベルとのリスクと

いうのはなかなか想定しにくいですよね。それは具体的にはどういう比較になるのでしょ

うか？ 

 

（甲斐倫明氏） 

そうですね、非常に難しいところですけれども、個人的な、私自身の意見ということにな

るのですけれども、問題は発がんというのが健康影響としてターゲットになりますから、
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低線量では。そうすると発がんに寄与するいろんなリスクというものと比較しながら、大き

なリスクを下げていく、がんのリスクを下げるためには、放射線以上に大きなリスクを下

げていくことが優先されるべきであると思うので、そういうことの選択肢をやっぱし見せて

いかないと何が優先されるのか、何が大事なのか、要するに何が大事かということを見

失ってしまうと、いう風には思います。例えば、最近、私、大分に住んでいるんですけれど

も、こういうメールをいただきました。今、公園にある喫煙所のタバコの煙が周辺に広がっ

ているので、その喫煙所を撤去してほしいんだけど、それ以上に最近、ＪＴがタバコの中

に放射性物質が含まれていると、セシウムを子供達に吸わせるともっとこわいという、そ

ういう問い合わせがありました。そういったたばこの問題はもっと社会的には非常に大き

な問題ですが、副流煙、ＷＨＯも発がん性物質として認識しているわけですけれども。そ

ういう意味では何が大事か、タバコの中の放射性物質は微量なわけですから、そこはき

ちんと数値に出すことはできるのですけれども、そういう何が大事かということを見せてい

くことが大事かというふうに思います。 

 

（細野大臣） 

今仰ったのは、例えば２０ミリの場合の発がん性との比較というと、もうちょっと具体的

に言うと、２０ミリのリスクとタバコのがんのリスクを単純に比較することは難しいですよ

ね。 

 

（甲斐倫明氏） 

難しいですね。それはある意味で倫理的なものがありますよね。ただ、社会的には自

分がすわなくてもいわゆる人の煙を吸うという意味では吸いたくなくても吸わされると、そ

この意味では同じになってきますよね、社会的には。 

 

（細野大臣） 

自分で吸う人はちょっと別だと思うのですね。これは自分で選択されているのでいいと。

ただ、吸いたくないのだけれども副流煙で吸わされている人と、今のこの、福島のみなさ

んに申し訳ない状況というのは、これは若干、似てなくもないと。国が大きな責任がある

という意味ではちょっと違いますけれども、自動的にそういう状況に置かれているという

意味では似てなくもないと。そのリスクで比較すると、どういうご説明をしていただくのが

一番比較としてはわかりやすいのでしょうか。 

 

（甲斐倫明氏） 

つまり、だから除染はしなくていいということではなくて、今私が一番言いたいのは、最

後にスライドを見せたのですが、今、お母さんや子供達が非常に大きな悩みを持ってい

るわけです。特に子供たちがお母さんの悩みを受けて、自分はもう将来子供が産めない

のではないかとか、将来自分はがんになるのだとか、不安を持ってしまっている。ここを

問題にしているわけです。がんというのは生活習慣病の一つですから、いろんな生活の
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仕方を変えていくことによってリスクを下げることができるわけです。で、最近、放射線も、

放射線単独でがんになるのではなくて、タバコやいろんなものと絡んでいる可能性が高

いわけです。それを示唆するようなデータもあるわけです。そういう意味では、被ばくをし

たから何か運命づけられるわけではないわけです。生活の習慣を変えることによって発

がんのリスクを下げられるわけです。そういったことも伝えていってあげることを私言いた

かったわけです。タバコだからいいと言っているのではなくて、そういうトータルに健康を

考え、優先すべきことを個々は知ることが大切じゃないのかなということが言いたかった

わけです。 

 

（長瀧主査） 

他にご発言ございますでしょうか？それでは、議論はここまでといたします。 

どうもありがとうございました。次回の、ＷＧの会合につきましては、細野大臣のご意見

をうかがって、両主査で相談の上、来週２８日（月）１９時から、海外の専門家をお呼びし

て開催することになっております。具体的にはＩＣＲＰのクリストファー・クレメント氏、それ

から、ジャック・ロシアル氏を呼びまして、低線量被ばくに関する国際的なポリシー、それ

から、日本の取り組みへの評価についてお話を伺うことになっております。最後に細野大

臣よりお願いします。 

 

（細野大臣） 

次回がさっそく週明けの月曜日というタイトな日程になっておりますけれども、ＩＣＲＰの

国際的な動向を探るという意味で非常に重要な回になりますので、是非ご参加いただき

ますようお願い申し上げます。今日はありがとうございました。 

 

以上 


